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明
治
大
学
博
物
館
研
究
報
告
第
二

O
号
二
コ
了
一
一
一
六
頁
二

O
一
五
年
三
月

〈
研
究
報
告
〉

嘉
永
期
に
お
け
る
仙
台
藩
重
臣
・
中
嶋
恒
康
の
海
防
政
策
と
砲
術
攻
究

ー
「
島
崎
家
文
書
」
・
「
中
嶋
家
文
書
」

に
み
る
軍
制
改
革
の
展
開
|

は
じ
め
に

ア
ヘ
ン
戦
争
で
の
清
国
敗
報
の
到
来
、
琉
球
・
浦
賀
な
ど
の
要
地
に
お
け
る
仏
・
米
ら
列
強

か
ら
の
通
商
要
求
活
発
化
を
は
じ
め
、
天
保
j
弘
化
期
頃
の
列
島
地
域
沿
海
部
は
異
国
船
の
存

在
を
意
識
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
状
況
に
覆
わ
れ
た
。
幕
府
は
い
わ
ゆ
る
天
保
の
薪
水
給
与
令

や
者
中
阿
部
正
弘
に
よ
る
海
防
強
化
令
(
後
述
す
る
「
御
国
恩
海
防
令
」
)
発
令
、
江
戸
湾
口
防
衛

強
化
な
ど
の
策
を
も
っ
て
対
応
を
試
み
、

一
方
で
砲
術
・
軍
船
な
ど
の
軍
事
技
術
の
刷
新
を
模

索
し
始
め
る
。
嘉
永
六
年
(
一
八
五
三
)
の
ペ
リ
l
来
航
以
前
よ
り
、
す
で
に
武
士
身
分
に
は

列
強
の
接
近
に
ど
う
向
き
合
う
か
と
い
う
課
題
が
共
有
視
さ
れ
る
状
況
が
現
出
し
て
い
た
。

こ
の
問
題
は
、
陳
奥
田
に
長
大
な
海
岸
線
を
領
有
し
、
同
地
域
が
一
大
捕
鯨
場
「
ジ
ャ
パ
ン
・

グ
ラ
ウ
ン
ド
」
と
し
て
西
欧
列
強
か
ら
意
識
さ
れ
、
ロ
シ
ア
帝
国
な
ど
の
諸
列
強
と
も
奥
州
の

海
上
に
て
境
を
接
す
る
こ
と
で
「
環
太
平
洋
社
会
」
に
実
質
的
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
仙
台
藩

(2) 

(
陸
奥
国
伊
達
氏
、
六
十
二
万
石
)
に
と
っ
て
も
無
縁
で
は
な
く
、
前
世
紀
に
は
林
子
平
・
大
槻
玄

沢
な
ど
海
外
に
目
を
向
け
た
思
想
家
を
輩
出
し
、
文
化
五
年
(
一
人
O
入
)
に
は
択
捉
事
件
を

(3} 

受
け
て
蝦
夷
地
に
派
兵
し
た
経
験
以
来
の
挙
藩
的
対
応
に
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
ま
で
同
藩
の
海
防
に
関
す
る
研
究
は
、
こ
の
文
化
期
お
よ
び
安
政
三
年
(
一
人
五
六
)

か
ら
戊
辰
戦
争
期
に
わ
た
る
蝦
夷
地
出
兵
警
衛
へ
の
関
心
が
強
く
、
ま
た
支
藩
一
関
藩
よ
り
大

槻
家
ほ
か
蘭
学
者
を
複
数
輩
出
し
た
こ
と
も
あ
り
学
者
層
の
対
外
論
を
通
じ
た
検
討
も
活
発
で

(4) 

あ
っ
た
。
そ
し
て
南
三
陸
地
方
海
村
の
地
域
主
導
者
層
に
よ
る
「
郷
土
防
衛
」
体
制
確
立
状
況

を
詳
述
し
た
佐
藤
大
介
氏
の
検
討
は
、
仙
台
藩
海
防
史
研
究
の
ひ
と
つ
の
到
達
点
を
示
し
て
い

竹
ケ
原

康

佑

い
と
は
い
え
実
際
の
幕
府
の
警
戒
心
は
上
述
の
江
戸
湾
域
や
長
崎
な
ど
の
喫
緊
の
地
に
比
重

が
置
か
れ
、
「
辺
境
」
た
る
仙
台
領
・
南
一
二
陸
地
方
の
防
衛
問
題
は
全
国
的
対
外
関
係
に
関
わ

(6} 

る
要
地
で
な
い
た
め
相
対
的
な
注
目
度
が
下
が
る
傾
向
は
否
め
な
か
っ
た
。

一
方
で
近
年
の
海
防
を
め
ぐ
る
研
究
蓄
積
は
多
様
に
展
開
し
て
お
り
、
上
述
の
江
戸
湾
口
・

浦
賀
周
辺
や
長
崎
、
琉
球
に
代
表
さ
れ
る
要
地
で
の
渡
来
使
節
へ
の
対
応
や
防
備
体
制
模
索
、

幕
府
内
部
で
の
「
開
国
」
方
法
を
め
ぐ
る
政
策
論
争
、
ま
た
「
不
平
等
条
約
」
が
開
港
地
域
に

プ
ラ
ス
面
で
作
用
し
た
点
へ
の
注
目
な
ど
、
広
義
の
開
国
過
程
に
お
い
て
個
別
事
例
が
連
環
し
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つ
つ
幅
の
あ
る
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
へ
の
立
証
作
業
が
特
に
進
展
し
て
お
り
、
さ
ら
に
上
白

石
実
氏
に
よ
り
「
海
防
」
を
軍
事
問
題
に
収
倣
さ
せ
ず
「
外
国
人
隔
離
」
策
と
規
定
し
直
す
提

言
や
老
中
阿
部
の
農
兵
構
想
な
ど
を
通
じ
て
そ
の
担
い
手
の
変
質
を
描
く
、
と
い
っ
た
分
析
視

{7} 

覚
自
体
の
変
化
傾
向
も
強
ま
り
つ
つ
あ
る
。
同
時
に
浅
川
道
夫
氏
に
よ
る
「
海
防
と
い
う
も
の

の
本
質
で
あ
る
軍
事
的
な
要
素
に
つ
い
て
、
十
分
な
考
究
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の

が
現
状
」
と
の
提
言
に
代
表
さ
れ
る
、
純
軍
事
史
的
視
点
か
ら
の
検
討
深
化
も
期
待
さ
れ
る
状

(
自
)

況
と
い
え
る
。

上
述
の
展
開
・
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
仙
台
藩
の
海
防
担
当
組
織
で
あ
る
海
岸
方
(
海
岸
方
御

用
掛
)
指
揮
官
を
務
め
た
中
嶋
恒
康
(
虎
之
介
、
一
八
一
人
1
一
八
六
三
、
陸
奥
国
伊
具
郡
金
山
二
千

石
領
主
)
の
動
向
を
主
要
素
材
に
①
広
範
な
防
衛
体
制
構
築
の
た
め
の
軍
事
政
策
②
こ
の
点
を

実
際
に
支
え
る
西
洋
式
砲
術
ほ
か
軍
事
技
術
攻
究
展
開
の
一
端
③
こ
の
二
点
に
基
づ
く
海
防
体

制
強
化
路
線
が
藩
内
で
共
有
、
共
感
さ
れ
潮
流
化
し
て
い
く
状
況
|
の
三
点
を
追
跡
す
る
こ
と

で
、
諸
侯
と
そ
の
家
中
「
有
志
」
層
が
地
域
防
衛
体
制
を
確
立
さ
せ
て
い
く
姿
を
提
示
し
た
い
)
。



こ
の
作
業
を
経
る
こ
と
で
、
全
国
問
題
化
し
た
海
防
強
化
と
い
う
課
題
を
地
方
領
主
層
(
大
名

と
そ
の
上
級
家
臣
)
が
在
地
悦
点
か
ら
具
体
的
に
深
化
さ
せ
た
事
実
が
史
料
的
に
裏
付
け
ら
れ
、

十
九
世
紀
地
方
史
研
究
の
中
で
の
「
国
防
」
問
題
を
め
ぐ
る
状
況
を
、
個
別
地
域
の
事
例
を
素

材
に
通
史
上
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
平
川
氏
も
指
摘
す
る
通
り

(注
2
参
照
)
、
列
強
と
も
境
を
接
し
、
当
該
期
の
日
本
が
実
質
的
に
「
帝
国
」
だ
と
認
識
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
の
前
線
に
領
国
・
海
岸
線
を
有
し
た
仙
台
藩
海
防
政
策
の
検

討
は
、
「
帝
国
し
間
境
日
の
防
衛
状
況
を
、
日
本
側
か
ら
明
確
化
さ
せ
る
素
材
と
も
な
り
符
る

だ
ろ
う
。

海
岸
方
の
設
置
と
組
織
の
概
要

ま
ず
本
節
で
は
、
上
述
の
と
お
り
仙
台
藩
に
お
け
る
海
防
充
実
政
策
・
軍
制
改
革
の
先
駆
け

的
存
在
と
な
る
中
嶋
が
、
藩
の
公
職
と
し
て
海
防
強
化
に
乗
り
出
し
て
く
る
過
程
を
確
認
し
た

竹ケ原康佑

ぃ
。
中
嶋
氏
お
よ
び
恒
康
の
基
本
情
報
を
整
理
す
る
と
、
同
氏
は
中
世
1
戦
国
期
に
は
陸
奥
国

伊
達
郡
保
原
を
本
拠
と
し
、
藩
祖
伊
達
政
宗
の
初
陣
と
も
な
っ
た
天
正
十
二
年
(
一
五
八
四
)

の
相
馬
領
攻
撃
の
際
、
中
嶋
伊
勢
守
宗
求
が
相
馬
領
再
前
線
H

伊
達
領
南
端
で
あ
る
伊
具
郡
金

山
城
を
攻
め
務
と
し
た
武
功
に
よ
っ
て
伊
達
氏
よ
り
同
城
を
与
え
ら
れ
て
帰
属
、
以
後
戊
辰
戦

争
終
結
に
至
る
約
三
百
年
間
、
同
地
「
要
宝
己
(
城
郭
に
準
ず
る
重
臣
居
館
)
を
本
拠
に
二
千
石

を
領
有
し
た
。
近
世
期
の
藩
内
で
の
家
格
は
「
在
地
領
主
出
身
で
、

(
日
)

ら
伊
達
氏
に
属
し
小
身
の
ま
ま
の
者
、
譜
代
家
臣
層
を
形
成
」
と
い
う
出
自
に
基
づ
く
「
一
族
」

一
家
層
よ
り
古
い
時
期
か

に
列
し
、
当
主
は
奉
行
(
家
老
)
や
若
老
な
ど
の
要
職
を
幾
度
か
務
め
つ
つ
、
よ
り
上
級
・
大

(
日
)

身
の
重
臣
た
ち
と
比
較
し
て
多
数
の
家
中
・
足
軽
を
拍
え
続
け
る
こ
と
で
戦
国
末
期
以
来
の
領

南
防
衛
の
職
分
世
襲
・
戦
闘
力
維
持
を
継
受
し
、
太
平
の
世
で
も
有
事
に
臨
ん
で
の
実
践
的
兵

力
を
保
有
し
続
け
る
家
柄
で
あ
っ
た
。
本
稿
論
題
に
「
責
臣
」
と
付
し
た
由
来
も
、
中
嶋
の
・

中
嶋
氏
の
藩
内
で
の
軍
事
的
重
要
性
を
鑑
み
て
の
こ
と
で
あ
る
。

幕
末
期
の
当
主
・
恒
康
は
か
ね
て
よ
り
家
臣
団
に
尚
武
と
質
実
を
説
き
つ
つ
銃
砲
・
万
槍
な

(ロ)

ど
広
範
な
武
芸
稽
古
を
奨
励
し
、
自
身
も
青
年
期
よ
り
砲
術
の
攻
究
に
注
力
し
て
お
り
、
嘉
永

二
年
(
一
八
四
九
)
に
は
海
防
強
化
を
目
的
と
し
て
の
倹
約
令
を
、
家
中
内
に
発
し
て
い
る
。

そ
の
趣
旨
は
以
ド
の
通
り
。

ア
ヘ
ン
戦
争
以
降
の
東
ア
ジ
ア

1
東
南
ア
ジ
ア
海
域
情
勢
は
、
「
西
南
之
諸
州
争
敵
多
々
属
国
」

と
な
り
、
さ
ら
に
7
肢
東
南
京
等
之
戦
」
で
清
国
が
打
撃
を
受
け
た
た
め
、
以
前
は
異
国
船
が
「
本

朝
ニ
度
々
渡
来
」
す
る
状
況
が
戦
闘
行
為
に
直
結
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
今
後
は
「
本

朝
併
呑
之
意
」
を
む
き
出
し
に
し
て
来
航
し
て
く
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
状
況
を
迎
え
た
。
し

か
し
「
異
国
人
ヲ
置
而
弱
キ
者
之
様
ニ
相
心
得
」
る
こ
と
は
極
め
て
危
険
で
、
彼
ら
は
「
前
文

之
通
数
度
之
戦
場
ニ
習
熟
」
し
、
「
種
々
大
磁
を
以
相
払
」
う
と
い
う
軍
事
技
術
・
戦
術
を
も
っ

て
侵
攻
し
て
来
る
強
敵
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
の
有
事
に
臨
み
、
「
御
家
中
一
統
士
分
共
々
」
日

常
の
冗
費
節
減
に
努
め
、
土
凡
問
わ
ず
各
種
の
武
芸
稽
古
お
よ
び
砲
術
調
練
に
励
み
、
武
備
充

実
を
進
め
、
藩
境
防
衛
の
先
陣
役
と
い
う
「
貞
山
様
」
(
漆
祖
伊
達
政
宗
)
以
来
の
当
家
の
勤
め

(
日
)

を
果
た
す
様
心
掛
け
る
べ
し
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
内
外
情
勢
を
見
極
め
た
上
で
自
身
ら
が
規

範
的
存
在
と
な
っ
て
海
防
充
実
を
進
め
て
い
く
意
志
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
中
嶋
の
対
外
情
報
源
は
判
然
と
し
な
い
が
、
次
章
で
触
れ
る
高
島
流
砲
術
の
師
匠
・
大

槻
磐
渓
(
玄
沢
次
回
力
)
、

一
門
涌
谷
伊
達
氏
家
中
で
「
阿
片
始
末
」
や
西
洋
通
史
「
蕃
史
」
を
著
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し
た
斉
藤
竹
堂
を
は
じ
め
、
江
戸
の
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
連
な
る
蘭
学
系
知
識
人
を
多
く
擁
す
る

(M) 

一
定
の
情
報
網
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

仙
台
藩
は
、

そ
し
て
冒
頭
で
も
若
干
触
れ
た
様
に
、
嘉
永
三
年
ご
八
五
O
)
六
月
こ
目
、
青
葉
城
内
に

て
藩
主
伊
達
慶
邦
(
一
人
二
五
1
一
人
七
四
)
臨
席
の
も
と
、
前
年
に
老
中
阿
部
正
弘
よ
り
発
令

さ
れ
た
、
列
島
内
の
広
範
な
身
分
・
地
域
の
人
々
が
こ
れ
ま
で
の
太
平
へ
の
報
恩
の
た
め
海
防

(
市
)

に
出
精
す
べ
し
、
と
い
う
趣
旨
の
海
防
強
化
令
「
御
国
恩
海
防
令
」
を
遵
守
す
る
こ
と
を
主
眼

と
し
た
海
防
担
当
組
織
・
海
岸
五
(
海
岸
方
御
用
掛
)
が
設
置
さ
れ
る
。
そ
の
指
揮
官
格
を
拝

命
し
た
中
嶋
は
、
早
速
現
状
制
度
・
体
制
の
見
直
し
に
着
手
し
、
後
述
す
る
三
度
に
わ
た
る
建

白
に
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
同
組
織
に
在
つ
て
の
詳
細
な
時
系
列
的
動
向
や
構
成
員
各

(
鴻
}

者
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
別
稿
に
委
ね
、
既
存
の
蕃
体
制
に
も
広
範
に
関
連
し
て
い
く
要
素

を
、
近
年
宮
城
県
白
石
市
に
て
発
見
・
保
全
さ
れ
た
中
嶋
氏
関
係
史
料
郡
に
所
収
さ
れ
て
い
る

「
海
岸
方
自
筆
留
」
(
以
下
「
自
筆
留
」
と
略
記
)
と
い
う
中
嶋
直
筆
の
公
務
記
録
を
手
掛
り
に

(
げ
)

検
討
し
て
い
く
。
な
お
本
章
1
第
三
章
に
お
け
る
出
典
明
記
の
な
い
史
料
引
用
部
は
、
い
ず
れ



も
「
自
筆
留
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
日
城
内
に
列
席
し
た
大
番
頭
・
郡
奉
行
以
下
要
職
者
一
同
の
前
で
、
「
近
来
異

国
船
度
々
渡
来
ニ
付
而
ハ
防
御
之
手
当
無
油
断
実
用
永
久
之
備
第
一
之
所
願
一
候
様

公
義
御

達
」
を
受
け
た
こ
と
を
契
機
と
す
る
海
岸
方
の
新
設
が
、
慶
邦
よ
り
通
知
さ
れ
た
。
併
せ
て
慶

邦
か
ら
は
、
海
防
に
関
わ
る
「
心
得
」
を
持
つ
者
は
「
無
遠
慮
相
違
」
を
す
る
こ
と
が
許
可
さ

れ
、
組
織
に
対
し
て
も
施
策
に
際
し
て
は
「
箪
役
と
も
違
候
間
直
々
指
上
候
様
」
と
い
う
指
示

が
出
さ
れ
、
広
範
な
意
見
募
集
方
針
の
明
示
お
よ
び
既
存
軍
役
制
度
の
範
囲
外
か
ら
の
海
防
強

嘉永期における仙台藩重臣・中嶋恒康の海防政策と砲術攻究

化
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
が
打
ち
出
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
。
こ
の
二
点
は
リ
ー
ダ
ー
を
拝

命
し
た
中
嶋
に
よ
り
具
現
化
さ
れ
、
表
1
に
整
理
し
た
、
個
々
の
専
門
能
力
・
得
意
分
野
を
も

〈
叩
凶
〕

つ
人
材
の
組
織
へ
の
登
用
お
よ
び
一
一
一
度
に
わ
た
る
建
白
へ
と
展
開
す
る
(
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
逐

次
詳
述
す
る
)
。
つ
ま
り
海
岸
方
は
創
設
さ
れ
た
時
点
で
、
柔
軟
な
海
防
策
推
進
に
特
化
し
て
設

置
さ
れ
た
集
団
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

中
嶋
の
海
防
政
策
構
想
の
具
体
相
と
特
質

本
章
で
は
、
実
際
に
中
嶋
が
政
策
を
述
べ
た
建
白
の
内
容
を
、
事
項
別
に
確
認
し
た
い
。
ま

ず
は
六
月
九
日
付
で
提
出
さ
れ
た
「
第
一
次
建
白
」
よ
り
、
今
後
の
施
策
の
土
台
を
な
す
三
点

①
全
体
指
揮
権
統
一
・
軍
令
系
統
一
元
化
を
目
指
し
た
「
惣
軍
師
」
設
置
案
②
仙
台
領
に
留
ま

ら
な
い
奥
州
広
域
防
衛
体
制
構
築
案
③
軍
需
物
資
生
産
体
制
構
築
策
、
に
つ
い
て
み
て
い
き
た

い
。
な
お
こ
れ
以
降
の
「
自
筆
留
」
よ
り
の
引
用
部
内
で
の
潰
れ
部
分
を
除
く
判
読
不
能
・
文

意
不
分
明
部
分
に
つ
い
て
は
筆
者
の
複
写
ミ
ス
等
に
よ
る
難
読
部
分
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
原
因

と
し
て
史
料
解
釈
に
恐
意
性
を
も
た
せ
な
い
様
に
留
意
し
て
い
る
こ
と
を
明
記
し
て
お
く
(
判

読
不
能
部
は
い
ず
れ
も
・
に
て
明
示
し
て
い
る
)
。

一
二
点
の
施
策
の
詳
細
を
順
に
確
認
す
る
と
、
ま
ず
①
で
は
「
大
一
基
」
を
確
立
す
る
こ
と
が

急
務
で
、
そ
の
第
一
が
挙
藩
的
指
導
者
「
惣
軍
師
」
設
置
で
あ
る
と
説
く
。
「
惣
軍
師
」
の
職

務
は
「
甲
膏
之
御
世
話
」
や
兵
糧
手
配
な
ど
装
備
・
補
給
面
の
整
備
に
始
ま
り
、
平
時
は
練
兵

指
摘
や
砲
術
技
術
指
導
を
担
う
と
い
う
も
の
で
、
藩
士
た
ち
の
「
士
気
」
が
低
い
現
状
で
は
軍

事
力
強
化
は
望
み
難
く
、
「
士
気
義
御
引
立
非
常
之
御
節
倹
被

仰
出
文
武
諸
麓
御
引
立
不
相

成
候
て
ハ
中
々
実
用
ニ
御
得
座
ニ
ハ
相
成
不
申
候
惣
寧
師
無
御
座
侠
て
ハ
縦
令
練
兵
仕
被

m叩
aaq』

付
候
て
も
将
卒
共
々
心
ニ
者
相
成
居
軍
容
整
不
不
練
も
同
然
ニ
御
座
候
」
ゆ
え
、
「
人
望
之
重

き
人
物
御
吟
味
」
の
上
で
任
命
す
べ
き
と
い
う
意
見
で
あ
る
。

次
の
②
は
注
目
で
も
触
れ
た
、
南
奥
州
か
ら
蝦
夷
地
南
部
に
至
る
広
域
な
沿
岸
部
の
防
衛
体

制
展
開
に
繋
が
り
得
る
体
制
構
築
を
目
標
に
施
策
を
進
め
る
べ
し
と
の
見
解
で
あ
る
。
本
来
は

仙
台
領
外
の
沿
岸
の
防
備
を
同
藩
が
担
う
義
務
は
な
か
ろ
う
が
、
「
公
遁
御
触
違
御
文
言
中
ニ

隣
領
江
も
着
而
申
合
援
兵
等
差
出
し
一
力
手
筈
合
図
等
と
も
定
置
候
様
と
の
義
」
が
含
ま
れ
る

こ
と
に
留
意
し
、
「
松
前
井
御
近
園
之
御
援
兵
必
戦
被

仰
付
御
人
数
等
之
義
ハ
先
年
松
前
表

江
操
兵
被
霞
候
通
り
ニ
て
可
然
義
ニ
奉
存
候
」
と
、
大
規
模
な
異
国
勢
力
到
来
の
際
に
は
、
他

藩
領
で
あ
れ
出
兵
が
希
求
さ
れ
る
可
能
性
を
意
識
し
て
お
り
、
そ
の
際
の
陣
容
は
文
化
期
の
対

露
出
兵
を
モ
デ
ル
と
し
て
構
想
す
れ
ば
過
不
足
な
い
、
と
構
想
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

③
で
は
現
状
の
藩
兵
の
装
備
や
武
器
弾
薬
生
産
体
制
の
脆
弱
さ
を
補
う
た
め
の
施
設
「
新
製

方
之
役
所
」
創
設
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
の
提
案
に
先
立
ち
中
嶋
は
現
下
の
生
産
・
保
有
状
況

を
「
取
調
」
て
お
り
、
例
え
ば
火
薬
に
つ
い
て
は
「
御
兵
具
方
ニ
而
製
薬
取
立
居
候
由
ニ
侯
得
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共
小
筒
薬
斗
ニ
市
大
筒
薬
無
御
座
候
聞
大
焔
ニ
ハ
御
用
立
不
申
候
」
と
、
そ
の
生
産
状
況
の
偏

り
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
御
兵
具
方
御
備
之
御
筒
」
に
つ
い
て
も
、
「
五
百
目
以
上
之
御
筒
至
而

御
不
足
ニ
御
座
候
聞
大
筒
御
鋳
立
之
御
吟
味
無
之
御
座
候
て
ハ
相
成
不
申
」
と
小
型
火
砲
を
主

力
と
す
る
現
状
の
藩
兵
の
装
備
を
不
十
分
視
し
た
上
で
「
唐
銅
ニ
而
一
挺
御
鋳
立
之
御
入
料
ニ

而
三
挺
余
相
出
三
挺
之
御
入
料
ニ
而
十
挺
ハ
十
分
ニ
出
来
候
」
と
、
自
身
ら
に
こ
の
作
業
を
委

ね
れ
ば
少
額
予
算
で
十
分
な
装
備
を
調
達
し
て
み
せ
る
と
の
対
案
を
示
し
て
い
る
。

以
上
三
点
の
提
言
は
、
上
述
の
通
り
こ
れ
以
降
の
中
嶋
に
よ
る
建
白
・
施
策
の
骨
子
と
な
る

も
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
展
開
は
逐
次
確
認
す
る
が
、
彼
が
組
織
指
揮
役
に
就
い
て
聞
も
な

く
複
数
の
策
を
整
理
し
て
献
策
で
き
た
事
実
は
、
前
節
に
て
触
れ
た
自
家
家
中
内
で
の
経
験
お

よ
ぴ
青
年
期
の
藩
校
養
賢
堂
修
学
(
注
ロ
拙
稿
二
O
一
一
一
一
参
照
)
に
際
し
て
の
洋
書
を
通
じ
た
知

識
獲
得
、
そ
し
て
第
四
章
で
扱
う
藩
内
諸
環
境
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
と
い
っ
た
諸
々
の
要
素
に
裏

打
ち
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

次
い
で
六
月
二
十
九
日
付
で
の
提
出
と
な
る
「
第
二
次
建
白
」
を
確
認
す
る
。
こ
こ
で
は
前



回
の
建
白
の
論
旨
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
特
に
防
衛
上
の
要
地
へ
の
詳
細
な
対
応
策
に
つ
い
て
詳

述
し
て
い
る
。

夷
般
渡
米
之
場
所
ハ
衆
落
之
有
庭
義
見
当
て
テ
渡
来
侠
問
奥
御
郡
之
内
ニ
而
ハ
石
巻
気
仙

沼
綾
里
辺
ハ
格
別
之
来
落
多
き
慮
ニ
も
無
至
直
見
共
近
海
至
而
深
く
相
見
得
候
間
急
速
被

相
備
候
方
と
奉
存
候
外

御
城
下
南
海
岸
ハ
遠
浅
ニ
候
間
急
速
被
相
備
候
ニ
ハ
及
申
間
敷

後
年
諸
山
御
手
筈
御
軍
備
相
成
候
ハ
、
其
折
御
吟
味
相
成
可
然
御
事
と
奉
存
候
先
ハ
訓
練

之
御
備
相
立
注
進
次
第
ニ
出
張
之
御
手
配
之
義
大
一
御
急
務
と
奉
存
候
右
御
備
さ
へ
相
立

候
ハ
、
地
蓋
御
築
相
成
不
申
候
共
公
遅
与
の
被
仰
話
ハ
相
立
候
御
事
と
奉
存
候
縦
令
姐
憂

御
築
相
成
一
小
申
と
も
貫
目
以
上
之
大
砲
至
而
御
不
足
ニ
恐
候
間
早
速
与
壱
二
挺
ツ
冶
御
鋳

造
相
成
候
様
仕
度
(
後
略
)

こ
の
要
地
防
衛
強
化
に
つ
い
て
、
中
嶋
は
引
用
部
の
前
後
に
て
数
回
、
「
山
内
司
馬
存
慮
」
「
司

馬
連
」
を
別
途
提
示
す
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
表
ー
で
も
示
し
た
山
内
は
、

竹ケ原康佑

甲
州
・
越
後
流
兵
学
者
の
家
系
に
生
ま
れ
た
人
物
で
、
当
該
期
1
安
政
則
頃
に
は
桃
生
郡
大
肝

入
・
永
招
丈
作
と
連
携
し
て
海
防
策
の
検
討
を
重
ね
、
同
分
野
に
て
藩
主
伊
達
慶
邦
の
侍
講
的

存
在
と
も
な
る
人
物
で
あ
る
(
注
2
佐
藤
二
O
一
O
参
照
)
。
ま
た
安
政

1
明
治
初
期
に
か
け
て

書
き
残
し
た
雑
多
・
膨
大
な
風
説
書
「
文
輯
叢
書
」
は
、
大
半
の
藩
庁
文
書
が
失
わ
れ
て
い
る

仙
台
藩
研
究
に
有
益
な
史
料
群
と
も
・
な
っ
て
い
る
。
「
自
筆
留
」
に
は
「
寄
慮
」
「
達
L

と
も
に

所
収
さ
れ
て
お
ら
ず
、
具
体
的
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
中
嶋
に
よ
る
推

挙
が
、
中
級
藩
士
(
桃
生
郡
給
人
)
で
あ
る
山
内
を
軍
事
分
野
の
有
識
者
と
し
て
藩
政
杭
製
部

(
剖
)

に
引
き
上
げ
る
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。

そ
し
て
同
建
白
で
強
調
さ
れ
て
い
る
ポ
イ
ン
ト
は
、
沿
岸
部
の
水
深
に
応
じ
て
防
備
の
優
先

順
位
を
振
り
分
け
て
い
る
こ
と
、
藩
士
へ
の
「
訓
練
」
を
充
実
さ
せ
て
非
常
時
に
「
注
進
」
を

受
け
次
第
迅
速
に
応
戦
で
き
る
体
制
を
整
え
る
こ
と
を
「
御
急
務
」
と
意
識
し
て
い
る
こ
と
、

そ
の
要
地
に
あ
え
て
砲
台
を
築
か
な
く
と
も
、
上
記
の
策
を
万
全
に
構
え
る
こ
と
で
「
公
遺
与

の
被
仰
話
」

H
御
国
恩
海
防
令
の
趣
旨
の
遵
守
は
可
能
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
点
、
に
見
出

せ
る
。
領
内
沿
海
部
の
地
理
環
境
へ
の
論
及
が
メ
イ
ン
で
あ
り
、
単
純
に
中
嶋
自
身
が
同
問
題

に
つ
い
て
一
定
の
見
識
を
持
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
香
而
に
山
内
の
「
存
慮
」

を
添
付
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
山
内
を
通
じ
て
(
推
測
を
重
ね
れ
ば
、
そ
の
協
力
者
た
る
永
沼
か
ら

の
情
報
も
含
め
て
)
一
連
の
地
理
的
情
報
を
キ
ャ
ッ
チ
し
て
い
た
と
考
え
て
も
無
理
は
な
か
ろ
う
。

続
い
て
同
年
八
月
に
海
岸
方
に
追
加
就
任
し
た
大
係
長
門
(
道
治
、
家
格
H

一
家
、
亘
理
郡
坂

元
四
千
石
)
と
の
連
名
に
て
十
月
二
十
五
日
付
で
藩
に
提
出
し
た
「
連
名
建
白
」
を
読
み
解
い

て
い
く
。
な
お
中
嶋
氏
と
大
係
氏
は
、
亘
理
郡
磯
演
に
設
け
ら
れ
た
唐
船
番
所
の
警
備
を
一
門

…
円
一
理
伊
達
氏
や
佐
々
氏
(
伊
具
郡
丸
森
領
主
・
家
格
H
着
坐
)
と
共
に
担
っ
て
き
た
経
験
を
有
し

て
お
り
、
そ
の
点
を
具
体
的
に
、
か
つ
藩
政
全
般
に
活
用
せ
ね
ば
な
ら
な
い
情
勢
を
、
こ
の
時

期
の
仙
台
領
は
迎
え
た
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
同
建
白
中
で
最
も
特
徴
的
で
あ
る

用
兵
関
係
部
分
を
摘
出
し
、
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。

(
前
略
〉
土
着
之
兵
被
相
備
前
文
之
通
兵
糧
火
薬
之
御
備
被
置
等
嘗
ニ
・
ハ
一
二
ノ
手
ハ

勿
論
三
四
ノ
手
且
御
隣
国
御
援
兵
之
御
手
当
御
得
座
相
成
注
進
次
第
諸
向
連
々
出
張
之
御

手
筈
き
へ
ム
u
居
候
ハ
、
諸
向
無
用
之
失
費
も
無
之
御
備
向
永
く
相
立
可
申
候
事
奉
存
候
且

此
度
一
二
四
ノ
手
御
人
数
御
備
立
等
吟
味
可
相
達
候
御
渡
候
ニ
付
吟
味
相
違
候
間
定
而
向
々

必
戦
も
被
仰
付
候
義
も
可
参
(
後
略
)
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こ
こ
で
主
眼
を
置
い
て
い
る
こ
と
は
、
前
固
ま
で
の
建
白
で
も
逐
次
述
べ
て
い
た
兵
力
の
連

(
お
}

用
面
へ
の
具
体
的
一
一
言
及
で
あ
る
。
「
土
着
之
兵
」
所
在
地
の
兵
糧
と
火
薬
を
常
備
し
、
有
事
に
藩

兵
正
規
部
隊
た
る
「
一
一
一
ノ
手
」
お
よ
び
「
一
一
一
四
ノ
手
」
の
出
勤
時
、
さ
ら
に
は
「
御
隣
国
御

援
兵
」
の
折
に
も
利
用
で
き
る
様
に
す
る
こ
と
、
こ
う
し
た
補
給
体
制
の
樹
立
は
、

い
、
ぎ
「
投

進
L

が
あ
っ
た
際
に
も
「
出
張
之
御
手
筈
」
さ
え
整
え
れ
ば
「
失
費
」
も
省
け
、
か
っ
「
御
備

向
相
立
」
こ
と
に
も
繋
が
る
、
と
い
う
意
見
で
あ
り
、
補
給
面
で
初
期
投
資
を
行
う
こ
と
で
長

期
的
に
機
能
す
る
シ
ス
テ
ム
を
作
り
上
げ
て
い
き
た
い
、
と
い
う
目
論
見
だ
ろ
う
。
「
第
一
次

建
白
」
の
③
に
て
打
ち
出
し
た
「
新
製
方
之
役
所
」
構
想
を
前
線
で
運
用
し
て
い
く
具
体
案
だ

が
、
こ
れ
は
裏
返
せ
ば
「
第
一
次
」
建
策
の
時
点
で
は
中
嶋
自
身
も
具
体
的
意
見
を
提
示
で
き

て
い
な
か
っ
た
か
、
ま
た
は
提
示
は
し
た
が
実
行
に
は
至
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

ぅ
。
そ
の
た
め
こ
の
時
点
で
の
詳
細
建
策
を
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

他
に
も
こ
の
時
期
の
海
岸
方
一
同
は
、
中
嶋
の
親
類
で
も
あ
る
瀬
上
美
濃
(
詳
細
は
表
1
参
照
)

が
馬
術
指
南
役
「
打
越
稽
古
人
」
と
し
て
本
格
的
な
指
導
に
乗
り
出
そ
う
と
し
た
時
期
で
も
あ



り
、
こ
れ
ま
で
中
嶋
(
に
よ
る
建
白
)
を
通
じ
て
藩
中
枢
に
提
言
し
て
き
た
諸
政
策
案
を
、
よ
り

(μ) 

詳
細
な
次
元
で
進
展
さ
せ
る
こ
と
を
期
し
て
活
動
し
た
時
期
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

章
の
小
括
と
し
て
行
論
を
整
理
す
る
と
、
中
嶋
の
海
防
政
策
は
①
広
域
な
防
衛
体
制
構
築
を

目
指
す
点
②
そ
の
た
め
に
藩
内
で
の
家
格
や
身
分
、
地
理
的
環
境
を
越
境
す
る
こ
と
も
あ
り
得

る
点
③
も
と
は
幕
令
遵
守
か
ら
始
め
ら
れ
た
計
画
だ
が
、
隣
領
と
の
広
範
連
携
も
視
野
に
入
れ

る
な
ど
、
長
期
的
に
は
既
存
館
主
権
の
改
変
〈
そ
れ
は
比
較
的
土
着
的
側
面
の
強
い
知
行
形
態
を
採

る
仙
台
藩
に
と
っ
て
大
規
模
な
変
化
を
意
味
し
た
ろ
う
)
を
も
想
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
点
|
以
上

嘉永期における仙台藩重臣・中嶋慣康の海防政策と砲術攻究

の
三
点
に
特
色
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
様
に
個
別
大
名
領
の
立
場
を
超

過
す
る
規
模
の
構
想
を
抱
い
た
中
嶋
で
あ
る
が
、
彼
が
こ
の
構
想
を
抱
く
に
至
っ
た
背
景
や
過

程
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
。
上
述
の
通
り
、
か
つ
て
筆
者
は
青
少
年
期
の
藩
校
養
賢
堂
で

の
修
学
と
洋
書
を
通
じ
て
の
学
習
を
通
じ
た
箪
事
問
題
へ
の
関
心
と
技
術
修
行
に
つ
い
て
簡
潔

(
お
)

に
整
理
し
た
が
、
現
時
点
で
は
こ
の
修
学
お
よ
び
、
前
章
で
触
れ
た
ア
ヘ
ン
戦
争
以
降
の
自
家

家
中
で
の
武
備
充
実
志
向
の
一
定
の
成
功
に
基
づ
く
事
業
の
拡
大
(
藩
に
認
め
ら
れ
公
職
に
登
用
、

と
い
う
図
式
で
の
成
功
)
を
、
そ
の
一
要
素
と
し
て
理
解
す
る
に
留
め
て
お
く
。

一
方
、
砲
台
の
威
力
以
上
に
訓
練
を
積
ん
だ
銃
砲
兵
の
力
を
重
ん
じ
た
中
嶋
で
あ
る
が
、
そ

の
見
解
の
発
端
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
西
洋
式
軍
事
技
術
の
習
得
ー
よ
り
具
体
的
に
は
高
島
流
砲

術
修
学
、

そ
し
て
そ
の
延
長
に
展
開
さ
れ
た
藩
内
諸
環
境
の
海
防
問
題
へ
の
活
用
の
様
相
に
つ

い
て
は
、
次
章
j
次
々
章
に
て
検
討
す
る
。

仙
台
領
へ
の
洋
式
砲
術
導
入
の
開
始
と
普
及

本
章
お
よ
び
次
章
に
お
い
て
は
、
上
述
の
海
防
政
策
を
実
施
す
る
土
台
の
一
要
素
と
な
る
軍

事
技
術
の
改
革
と
そ
の
推
進
勢
力
拡
大
化
の
様
相
を
検
討
し
て
い
く
。
は
じ
め
に
本
章
で
は
、

西
洋
式
軍
事
技
術
を
導
入
し
て
い
く
初
発
段
階
と
し
て
、
和
蘭
式
砲
術
で
あ
る
高
島
流
砲
術
が

仙
台
領
に
伝
え
ら
れ
た
際
の
状
況
を
確
認
す
る
。
当
該
期
に
同
流
派
が
領
内
へ
移
入
さ
れ
た

ル
ー
ト
は
大
別
し
て
二
通
り
あ
り
、
蘭
学
系
の
学
者
系
統
と
陪
臣
系
統
に
分
鎖
で
き
る
。
中
嶋

個
人
は
い
す
れ
の
勢
力
と
も
深
い
交
流
を
有
し
た
が
、
藩
全
体
へ
の
影
響
力
を
も
っ
学
者
系
統

の
事
例
か
ら
順
に
み
て
い
く
と
と
と
す
る
。

支
藩
・
一
関
藩
医
や
幕
府
天
文
方
蛮
所
和
解
御
用
な
ど
を
務
め
た
蘭
学
泰
斗
の
一
人
で
あ
る

大
槻
玄
沢
二
男
・
大
槻
磐
渓
(
一
人
O
一
1
一
八
七
八
)
が
、
仙
台
領
に
西
洋
軍
事
技
術
を
持
ち

(
お
)

込
ん
だ
第
一
人
者
で
あ
る
。
磐
渓
は
文
久
二
年
(
一
人
六
二
)
以
降
は
国
元
に
で
務
校
・
養
賢
堂

学
頭
副
役
と
し
て
教
育
全
般
の
統
括
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
動
向
は
藩
の
公
式
事
業
と
い

う
性
質
も
含
む
と
い
え
る
。
以
下
、
磐
渓
の
砲
術
修
学
の
取
り
組
み
を
確
認
し
た
い
。

〈
幻
)

磐
渓
は
江
戸
に
て
幕
臣
・
大
塚
同
庖
に
入
門
し
古
川
島
流
の
「
皆
俸
」
を
受
け
て
国
元
に
帰
国
、

藩
内
へ
の
教
育
普
及
を
試
み
た
。
明
治
期
に
磐
渓
の
足
跡
を
時
系
列
順
に
整
理
し
て
刊
行
さ
れ

た
『
磐
翁
年
譜
』
嘉
永
三
年
の
記
事
に
よ
れ
ば
「
十
月
大
探
同
庵
ヨ
リ
西
洋
砲
術
ヲ
皆
伝
ス
以

後
門
人
ヲ
受
ケ
テ
洋
兵
ヲ
教
授
ス
後
数
年
同
藩
土
中
島
虎
之
介
真
田
喜
平
太
等
数
人
ニ
伝
授
ス

諸
氏
藩
国
ニ
帰
リ
テ
大
ニ
其
術
ヲ
弘
メ
コ
ウ
藩
ノ
洋
兵
大
ニ
興
ル
」
と
あ
り
、
幕
臣
か
ら
砲
術

怯
授
を
受
け
た
磐
渓
が
藩
内
へ
の
伝
道
の
役
目
を
担
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
幕
府
、
特
に
老
中
水

(
m
m
)
 

野
忠
邦
の
軍
事
政
策
と
し
て
の
高
島
流
砲
術
の
諸
藩
へ
の
解
放
と
連
動
し
つ
つ
、
ス
ム
ー
ズ
に

仙
台
領
に
最
新
の
砲
術
を
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
た
と
理
解
で
き
る
。
た
だ
、
同
記
事
の
み
を

読
む
と
、
中
嶋
が
「
西
洋
砲
術
」
を
身
に
着
け
た
の
は
嘉
永
三
年
の
数
年
後
と
な
る
が
、
次
章
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で
確
認
す
る
通
り
嘉
、
水
期
に
は
そ
の
導
入
・
普
及
体
制
を
積
極
的
に
模
索
し
て
お
り
、
彼
が
複

数
の
ル

l
ト
か
ら
砲
術
を
学
ん
で
い
た
こ
と
も
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

次
に
陪
臣
層
か
ら
の
移
入
ル

l
ト
だ
が
、
そ
の
中
心
人
物
は
一
門
涌
谷
伊
達
家
家
中
の
鈴
木

雄
三
郎
(
誇
|
銭
恭
、
一
八
一
六
j

一
八
五
二
)
で
あ
る
。
好
学
の
家
風
を
持
つ
涌
谷
伊
達
家
は

対
外
認
識
の
点
で
も
家
中
よ
り
斎
藤
竹
堂
ら
の
識
者
を
輩
出
し
て
い
た
が
、
こ
の
鈴
木
も
弘
化

四
年
ご
八
四
七
)
江
戸
に
て
高
島
秋
帆
へ
入
門
し
、
ほ
か
上
述
の
大
槻
磐
渓
や
江
川
英
竜
、

(
初
)

佐
久
間
象
山
か
ら
も
砲
術
を
学
ん
で
い
た
。
そ
の
技
量
を
中
嶋
か
ら
買
わ
れ
、
「
第
一
次
蔵
白
」

に
お
い
て
「
西
洋
流
之
秘
事
ハ
安
芸
殿
(
私
注
・
伊
達
安
芸
H
涌
谷
伊
達
家
当
主
)
家
中
鈴
木
雄

三
郎
と
申
者
停
授
仕
居
」
た
め
、
「
同
人
義
御
雇
掛
被
仰
付
」
と
の
推
挙
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
な
お
鈴
木
に
よ
る
「
傍
授
」
の
具
体
的
内
容
は
「
ボ
ン
ベ
ン
其
外
焼
玉
煙
玉
等

(
剖
)

義
始
筒
之
製
車
台
等
迄
も
還
搬
之
類
」
な
ど
、
高
島
流
の
技
術
を
コ
ピ
ー
し
て
再
現
し
て
い
く

様
な
も
の
で
あ
り
、
中
嶋
は
そ
れ
ら
を
建
白
中
に
て
「
野
戦
守
城
之
御
備
ニ
ハ
西
洋
磁
御
鋳
立

之
方
御
先
勢
」
と
評
し
、
藩
政
へ
の
有
用
性
を
訴
え
た
の
で
あ
る
。



併
せ
て
雄
三
郎
父
・
久
八
郎
も
彼
の
早
世
後
に
後
進
育
成
に
力
を
注
ぎ
、
安
政
期
に
涌
谷
家

(
辺
)

中
お
よ
び
本
藩
で
の
砲
術
指
導
・
練
兵
指
揮
を
担
当
す
る
な
ど
、
陪
臣
層
の
動
向
は
中
央
落
政

に
と
っ
て
有
効
な
効
用
を
も
た
ら
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
同
時
に
陪
臣
な
が
ら
も
有
能
な

人
物
が
大
々
的
に
力
を
発
揮
す
る
場
を
提
供
す
る
役
を
中
嶋
が
担
っ
て
い
た
こ
と
も
確
認
で
き

ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
前
述
の
山
内
司
馬
も
相
似
し
た
立
場
か
ら
の
登
用
と
い
え
る
。
表
ー
で
も
一
不

し
た
通
り
、
鈴
木
、
山
内
は
軍
政
・
砲
術
指
導
の
ポ
ス
ト
を
得
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
以
降
も

同
分
野
で
の
主
導
的
存
在
と
な
っ
て
い
く
が
、
家
格
は
侃
い
も
の
の
専
門
分
野
に
秀
で
た
も
の

を
震
用
す
る
と
い
う
海
岸
方
の
特
性
が
、
こ
こ
に
も
現
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

の
小
指
と
し
て
、
学
者
層
・
陪
臣
層
の
二
ル

1
ト
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
最
新
の
軍
事
技
術

を
、
中
嶋
は
-
向
者
か
ら
学
び
取
り
、
か
つ
交
流
を
深
め
て
い
た
点
、
そ
の
た
め
中
嶋
自
身
が
直

接
の
先
駆
者
で
は
な
い
も
の
の
、
上
級
給
人
た
る
彼
が
身
分
的
に
遠
い
位
置
に
あ
っ
た
鈴
木
ら

(
鈴
木
家
は
陪
臣
)
か
ら
積
極
的
に
専
門
知
識
を
吸
収
し
よ
う
と
試
み
、
次
節
以
降
で
確
認
す

竹ケ原康佑

る
様
に
そ
の
知
識
・
技
術
は
次
第
に
藩
内
に
て
普
及
し
て
い
く
こ
と
を
勘
考
す
る
と
、
複
雑
な

(ね〉

家
臣
団
編
成
・
知
行
形
態
す
な
わ
ち
多
元
的
軍
令
系
統
を
有
し
て
い
た
仙
台
藩
が
軍
制
改
革
を

試
み
る
際
に
経
験
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
方
法
の
具
体
相
を
、
本
意
内
の
諸
情
報
か
ら
看
取
し

て
お
き
た
い
。

な
お
こ
の
高
島
流
導
入
の
発
展
形
態
と
し
て
、
こ
の
後
中
嶋
は
独
自
に
技
術
・
運
用
面
で
の

改
良
に
も
着
手
し
始
め
る
こ
と
と
な
り
、
自
身
の
号
で
あ
る
精
一
斎
を
転
用
し
た
「
精
一
流
」

と
名
打
つ
新
流
派
を
創
設
す
る
。
そ
の
過
程
で
は
砲
術
の
ほ
か
剣
術
・
儒
学
・
国
学
な
ど
多
分

野
に
才
を
見
せ
、
の
ち
に
「
尊
嬢
派
」
と
し
て
政
治
運
動
を
展
開
す
る
中
級
藩
士
・
桜
田
良
佐

と
の
切
壁
紘
一
磨
も
確
認
で
き
「
こ
こ
か
ら
は
軍
事
:
武
術
を
通
じ
た
重
臣
層
と
中
級
藩
士
聞
の

協
力
体
制
が
模
索
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
看
取
で
き
よ
う
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
後
考
を
則

す
こ
と
と
し
た
い
。

四

砲
術
改
革
勢
力
の
形
成
と
生
産
体
制
模
索
j
「
島
崎
家
文
書
」
を

手
掛
り
に
j

続
い
て
本
章
で
は
、
前
章
ま
で
に
お
い
て
検
討
し
た
政
策
骨
子
お
よ
び
そ
の
施
行
を
支
え
る

最
新
技
術
の
藩
内
導
入
と
い
う
志
向
を
潮
流
化
さ
せ
、
影
響
を
拡
大
さ
せ
て
い
く
状
況
を
明
ら

か
に
す
べ
く
、
と
れ
ら
の
改
掌
路
線
へ
の
向
調
勢
力
が
拡
大
し
て
い
く
様
相
、
そ
し
て
彼
ら
が

提
携
を
試
み
た
勢
力
の
明
確
化
作
業
を
進
め
て
い
く
。
こ
こ
で
は
主
に
明
治
大
学
博
物
館
(
旧

(
お
)

刑
事
博
物
館
)
所
蔵
「
陸
奥
田
仙
台
藩
陪
臣
島
崎
家
文
書
」
を
参
照
し
つ
つ
作
業
を
進
め
て
い

(
お
)

く
が
、
こ
の
島
崎
(
嶋
崎
)
氏
は
近
世
を
通
じ
て
中
嶋
氏
の
家
老
を
務
め
た
家
柄
で
あ
る
た
め
、

中
嶋
氏
家
中
内
に
お
け
る
同
氏
の
動
向
・
職
掌
に
関
し
て
も
若
一
十
の
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
繋

が
る
だ
ろ
、
っ
。

ま
ず
以
下
に
「
島
崎
家
文
書
」
よ
り
一
一
吉
川
の
史
料
を
引
用
し
、
そ
こ
か
ら
当
該
期
に
西
洋
流

砲
術
導
入
勢
力
を
取
り
巻
い
て
い
た
環
境
を
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
な
お
い
ず
れ
の

史
料
と
も
具
体
的
年
次
は
判
然
と
し
な
い
が
、
後
述
の
通
り
中
嶋
の
動
向
を
勘
考
し
、
本
稿
で

は
嘉
永
中
期

1
安
政
初
頭
頃
(
一
八
五
0
年
代
前
半
)
作
成
の
も
の
と
判
断
し
て
い
る
。
な
お
こ

こ
で
も
判
読
不
能
部
・
潰
れ
部
分
は
・
に
て
示
し
て
い
る
こ
と
、
「
島
崎
」
氏
の
漢
字
表
記
に

つ
い
て
は
、
同
氏
当
主
お
よ
び
中
嶋
は
「
島
」
よ
り
「
嶋
」
の
字
を
用
い
る
ケ

1
ス
が
比
較
的

多
い
と
判
断
し
た
た
め
、
筆
者
は
「
嶋
」
の
字
を
用
い
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
明
記
し
て
お
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き
た
い
。

【
史
料
A

】

右
玉
指
渡
シ
三
寸
八
分
厚
サ
穴
ノ
口
ニ
テ
四
分
下
ハ
八
分
口
ノ
両
方
江
鍋
之
山
形
之
様
ニ

ツ
ル
ノ
ツ
キ
候
様
可
然
候
モ
シ
六
ケ
敷
折
ハ
山
形
無
之
と
も
可
然
候

右
之
通
鉄
ニ
而
鋳
申
度
候
条
何
.
ニ
而
出
来
候
義
承
リ
可
申
布
之
通
ニ
致
候
何
ハ
重
サ
ハ

壱
貫
目
ニ
相
成
候
様
ニ
候
直
百
五
十
匹
迄
ニ
候
ハ
、
直
々
二
ツ
可
申
付
候
其
余
ニ
候
ハ
、

可
申
聞
候
相
事
共
右
玉
之
義
ハ
我
等
方
江
印
符
ニ
而
可
申
聞
其
義
ハ
小
姓
頭
共
江
可
申
付

置
候
条
無
遠
慮
可
申
聞
候
其
方
直
々
北
目
町
大
出
屋
罷
越
承
リ
可
申
必
々
他
言
仕
間
敷

候
大
出
屋
江
釆
候
て
ハ
何
と
奈
く
お
と
り
ニ
て
も
致
候
頼
可
咽
候
事

五
月
十

五
日

(
花
押
)

嶋
崎
新
九
郎
殿

早
速
承
リ
可
申
聞
候
事



【
史
料

B
】

此
度
西
洋
姐
術
停
授
セ
し
免
侠
度
毛
西
国
事
共
与
之
試
も
数
々
・
・
・
・
・
出
来
併
.

.

 

• • 望
遠
方
51 
隔
為
見
可
申
様
無
之
残
念
無
事• 其
当
事
も
同
様• • • • • を
寄
入

候
伝
授
致
侠
事
必
々
他
言
仕
問
敷
侠
事

五
月
廿
一
日

【
史
料
C
】

(
前
略
、
時
候
の
挨
拶
)
然
者
新
製
ホ

1
ウ
井
ツ
ス
ル
鋳
造
仕
茂
早
出
来
罷
置
与
召
三
四
費

嘉永期における仙台務重臣・中嶋恒康の海防政策と砲術攻究

討
試
見
申
度
候
所
半
ト

l
モ
ル
チ

i
ル
と
ハ
相
違
弾
丸
ノ
種
定
装
薬
目
方
只
目
嘗
ノ
度
分

1[， 、
得

否
負
前
試
之
通

語
長
掠
又
車
蓋
之
義
去
冬
申
被
請
等
候

付
商
洋
流
定
法
ノ

制
作
ハ
相
控
居
申
様
.
前
段
之
車
憂
す
尺
之
義
出
状
一
通
ニ
間
伺
着
召
三
月
始
迄
ニ
大
槻

龍
之
進
分
ニ
奥
用
人
へ
之
中
大
工
仕
者
筋
之
間
其
者
相
添
指
上
可
申
負
其
節
車
蓋
寸
尺
製

造
法
被
破
等
奉
存

度
者
先
明
車

震
之

方

貨
E 
前
試
之
通
弾
薬
而
迄

申

様
先
ハ
御
見
舞
壱
被
此
野
不
備

問
一
一
月
九
日

伊
達
式
部

(

閉

山

)

御
伯
父
様

最
初
の
【
史
料
A
】
で
は
当
該
期
の
当
主
・
嶋
崎
新
九
郎
を
通
じ
て
仙
台
城
下
北
田
町
(
片

平
丁
の
中
嶋
邸
と
は
更
近
)
の
大
出
庫
と
い
う
鋳
物
師
に
砲
弾
の
試
作
品
を
発
注
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
り
、
こ
の
時
期
の
武
器
作
成
の
様
相
が
窺
え
る
。
引
用
部
の
後
に
は
中
嶋
手
書
き
の
砲

弾
図
も
添
付
さ
れ
て
い
る
が
、
製
閲
等
の
作
業
に
は
、
鈴
木
や
山
内
ら
専
門
家
の
協
力
が
あ
っ

た
こ
と
も
推
測
で
き
る
。

続
く
【
史
料

B
】
は
潰
れ
部
分
も
多
く
、
周
辺
状
況
が
判
然
と
し
な
い
点
が
多
い
が
、
「
西

洋
地
術
俸
授
」
と
い
う
行
為
が
試
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
が
実
施
さ
れ
た
か
は
別
と
し
て

も
行
い
た
い
と
い
う
意
思
は
あ
り
、
外
部
と
の
情
報
の
疎
通
も
な
さ
れ
た
こ
と
は
部
分
的
に
窺

え
よ
う
。
ま
た
書
状
自
体
の
差
出
人
が
中
嶋
、
受
取
人
が
嶋
崎
新
九
郎
で
あ
る
た
め
、
前
章
で

触
れ
た
鈴
木
に
よ
る
「
停
授
」
に
関
連
し
て
行
動
し
て
い
た
中
嶋
か
ら
仙
台
城
下
中
嶋
邸
に
在
つ

た
嶋
崎
へ
の
連
絡
の
書
面
、
な
ど
と
推
測
し
て
お
く
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。

そ
し
て
【
史
料
C
】
は
、
か
つ
て
難
波
信
雄
氏
に
よ
り
西
洋
式
軍
制
導
入
を
忌
避
し
た
人
物

{
鈎
}

と
指
摘
さ
れ
た
一
門
登
米
伊
達
家
当
主
・
伊
達
式
部
が
、
中
嶋
に
オ
ラ
ン
ダ
式
火
砲
を
運
用
す

る
た
め
の
弾
薬
の
調
整
等
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
て
い
る
書
状
で
あ
る
。
本
史
料
か
ら
、
式
部

は
水
戸
の
徳
川
斉
昭
な
ど
と
同
様
に
「
夷
を
も
っ
て
夷
を
制
す
る
」
思
考
の
持
ち
主
で
あ
っ
た

可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
さ
し
あ
た
り
本
章
で
看
取
し
て
お
き
た
い
情
報
と

し
て
、
第
一
章
で
検
討
し
た
海
岸
方
関
係
者
に
百
一
理
伊
達
家
当
主
・
伊
達
藤
五
郎
も
名
を
連
ね

た
こ
と
、
同
時
期
に
涌
谷
伊
達
家
の
伊
達
安
芸
か
ら
中
嶋
へ
家
中
へ
の
練
兵
の
実
施
を
打
診
さ

れ
て
い
た
様
子
が
あ
る
こ
と
な
ど
も
勘
考
し
(
表
1
参
照
)
、

一
門
衆
に
も
中
嶋
の
軍
制
刷
新
構

想
へ
の
理
解
者
が
複
数
お
り
、
そ
の
能
力
・
構
想
が
一
定
程
度
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
挙
げ

た
い
。
他
に
も
同
じ
く
一
門
の
伊
具
郡
角
田
領
主
・
石
川
氏
家
中
な
ど
に
お
い
て
も
、
嘉
永

1

安
政
頃
よ
り
西
洋
式
の
軍
事
技
術
が
積
極
的
に
希
求
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
確
認
で
き
、
複
数
の

一
門
衆
が
藩
内
に
伝
来
し
て
間
も
な
い
軍
事
技
術
の
導
入
に
積
極
的
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実

は
、
ま
ず
第
一
に
は
難
波
信
雄
氏
に
よ
る
「
(
私
注
一
海
防
強
化
を
期
し
て
の
軍
制
改
革
の
実
施
は
)

(
必
)

挙
藩
的
合
意
に
は
達
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
理
解
す
な
わ
ち
藩
上
層
部
が
軍
制
改
革
の
志

向
を
阻
止
し
た
と
い
う
評
価
へ
の
再
考
を
迫
る
と
共
に
、
本
稿
で
挙
げ
た
事
例
は
ほ
ん
の
一
例
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な
が
ら
も
、
中
嶋
率
い
る
海
岸
方
に
連
・
な
っ
た
一
門
か
ら
中
下
級
士
分
出
身
者
に
至
る
人
々
が
、

閉
じ
政
策
潮
流
の
推
進
に
向
け
て
近
世
的
身
分
制
の
枠
内
な
が
ら
も
共
同
歩
調
を
示
し
た
と
い

ぅ
、
管
見
の
限
り
僅
少
な
事
例
を
明
示
す
る
も
の
と
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
以
外
に
も
「
島
崎
家
文
書
」
に
は
、
現
状
で
の
自
家
の
旧
式
鉄
砲
や
弓
の
整
備
・
備
蓄

状
況
を
問
、
っ
た
中
嶋
よ
り
嶋
崎
勇
太
夫
(
新
九
郎
子
息
)
宛
の
書
状
な
ど
も
含
ま
れ
、
そ
の
文

中
で
は
「
手
入
不
仕
」
鉄
砲
な
ど
は
「
急
連
用
立
」
に
は
な
ら
な
い
の
で
実
数
に
計
上
す
べ
き

で
な
い
、
な
ど
と
念
押
し
す
る
様
相
な
ど
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
①
実
務
面
で
は
嶋
崎
家
の
人

物
が
中
嶋
氏
当
主
よ
り
信
頼
を
得
つ
つ
指
揮
を
担
っ
て
い
た
こ
と
(
本
章
で
は
新
九
郎
・
勇
太
夫

-
恒
康
間
関
係
が
具
体
的
事
例
)
、
②
砲
術
改
革
に
気
勢
を
挙
げ
て
い
た
中
嶋
も
既
存
軍
備
の
再

確
認
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
|
こ
れ
は
本
来
的
に
は
大
藩
の
重
臣
ク
ラ
ス
の

一
端
に
存
在
し
て
い
た
中
嶋
が
、
自
身
の
能
力
を
背
景
に
身
分
上
昇
を
叶
え
る
と
い
う
鈴
木
な

ど
の
事
例
と
は
異
な
り
、
封
建
社
会
の
身
分
関
係
を
破
壊
し
て
ま
で
新
規
軍
制
を
立
ち
上
げ
た

い
と
い
う
衝
動
を
抱
く
に
は
至
ら
な
か
っ
た
遠
因
と
し
て
留
意
す
る
べ
き
点
で
あ
る
ー
な
ど
の



多
様
な
情
報
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
活
用
は
引
き
続
い
て
の
課
題
と
い
え
る
。

む
す
び
に
か
え
て

以
上
み
て
き
た
様
に
、
幕
府
の
海
防
見
解
が
葛
藤
を
続
け
る
時
期
の
情
勢
を
地
方
領
主
の
立

場
か
ら
受
け
止
め
た
仙
台
藩
・
藩
主
慶
邦
の
立
ち
位
置
を
更
に
受
け
な
が
ら
の
広
域
防
備
強
化

と
い
う
問
題
を
、
海
岸
方
お
よ
び
指
揮
官
中
嶋
は
担
わ
ね
ば
な
ら
な
い
事
情
が
存
在
し
た
。
本

稿
内
の
四
つ
の
章
に
て
検
討
し
た
事
例
は
、

い
ず
れ
も
上
記
の
背
景
か
ら
派
生
し
、
そ
の
展
開

形
態
の
一
つ
と
し
て
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
意
義
・
時
色
を
改
め
て
整
理
す
る
と
、

ー
ニ
章
で
概
観
し
た
上
記
目
的
述
成

を
期
し
て
の
超
藩
領
広
域
防
衛
策
、
三
章
に
て
確
認
し
た
新
規
軍
事
技
術
導
入
志
向
を
契
機
と

す
る
「
海
防
強
化
派
」
結
集
の
開
始
、
続
く
四
章
で
み
た
藩
内
「
武
備
充
実
」
路
線
の
拡
大
・

潮
流
化
現
象
も
、
す
べ
て
が
幕
閣
(
特
に
安
部
老
中
)
か
ら
「
全
国
」
へ
発
令
さ
れ
た
対
外
政

竹ケ原康佑

策
と
遠
境
領
主
伊
達
氏
が
そ
の
中
で
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
(
と
当
人
ら
が
受
け
止
め
た
)

公
的
職
分
達
成
の
た
め
の
効
率
的
具
体
策
で
あ
る
と
総
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

問
題
提
起
も
兼
ね
て
よ
り
具
体
的
に
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
述
べ
る
と
、
成
否
は
別
と
し
て
個

別
領
有
権
の
箪
事
的
是
非
が
問
わ
れ
、
か
つ
奥
羽
遠
境
地
域
で
の
農
兵
取
立
構
想
を
合
め
た
幕

府
「
全
国
」
政
策
へ
の
大
名
家
中
か
ら
の
詳
細
政
策
案
登
場
と
い
う
現
象
が
、
既
存
の
統
治
体

制
が
軍
事
面
(
特
に
兵
員
配
置
と
技
術
面
)
を
皮
切
り
に
聞
い
直
さ
れ
始
め
る
契
機
の
一
つ
と
な
っ

た
点
が
看
過
で
き
な
い
。
そ
の
具
体
事
例
と
し
て
砲
術
の
技
術
攻
究
、
流
派
改
革
(
注
斜
参
照
)
、

藩
内
諸
階
層
と
の
連
携
推
進
、
「
同
士
山
」
拡
大
な
ど
を
個
々
に
追
跡
し
て
き
た
が
、
仮
に
そ
の

思
考
が
中
的
個
人
の
精
神
世
界
に
留
ま
っ
て
い
れ
ば
特
段
の
意
義
は
有
し
な
か
っ
た
ろ
う
。
し

か
し
三
j
凶
竿
に
て
確
認
し
た
改
革
政
策
の
潮
流
化
を
勘
考
す
る
と
、
典
型
的
な
遠
境
田
持
大

名
で
あ
る
仙
台
藩
の
首
脳
部
が
「
挙
国
」
海
防
体
制
構
築
の
た
め
に
自
身
の
既
存
秩
序
を
少
し

ず
つ
変
革
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
証
左
と
と
ら
え
て
い
か
ね
ば
な
る
ま

ぃ
。
ま
た
今
後
は
他
の
沿
海
諸
侯
と
の
比
較
考
察
も
試
み
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

続
い
て
今
後
の
展
望
を
述
べ
る
と
、
当
初
は
軍
備
充
実
化
を
志
向
し
て
海
岸
方
に
連
な
っ
た

人
物
た
ち
が
、
そ
れ
以
降
の
時
期
に
い
か
な
る
政
治
的
志
向
性
を
抱
く
様
に
な
っ
た
の
か
、
さ

ら
に
は
藩
政
な
い
し
器
全
体
の
政
治
的
進
路
に
対
し
て
い
か
な
る
主
張
を
掲
げ
て
関
与
し
よ
う

と
試
み
た
の
か
、
な
ど
の
政
治
史
研
究
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
論
及
が
本
稿
内
で
は
叶
わ
な

か
っ
た
た
め
、
同
点
を
ふ
ま
え
た
上
で
の
政
治
史
・
軍
事
史
架
橋
的
検
討
が
希
求
さ
れ
る
と
見

通
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
仙
台
藩
も
含
め
た
国
持
諸
侯
の
国
事
参
画
が
朝
廷
よ
り

要
請
さ
れ
始
め
る
文
久
二

1
三
年
(
一
八
六
二

1
六
三
〉
に
お
け
る
政
局
参
画
の
あ
り
方
を
め
ぐ

る
藩
内
議
論
な
ど
を
検
討
し
た
別
稿
を
準
備
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
中
嶋
を
主
軸
と
す
る
海
防

充
実
論
者
た
ち
が
朝
廷
接
近
・
畿
内
進
出
論
を
提
唱
し
始
め
る
傾
向
を
看
守
し
、
海
岸
方
出
身

者
も
含
む
軍
政
家
肌
の
人
物
層
が
政
界
参
画
へ
の
積
極
性
お
よ
び
朝
廷
傘
下
で
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル

な
結
合
志
向
を
共
有
し
て
い
た
点
へ
の
論
及
を
試
み
て
い
る
根
同
稿
で
は
中
央
政
局
へ
の
対

応
と
い
う
視
点
へ
の
偏
重
が
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
も
言
及
し
た
海
防
策

の
具
体
的
展
開
や
軍
事
技
術
面
、
関
連
す
る
人
材
リ
ク
ル
ー
ト
な
ど
の
点
へ
の
検
討
を
深
化
さ

せ
た
上
で
、
藩
の
実
際
の
政
策

l
特
に
政
局
対
応
問
題
と
具
体
的
海
防
策
と
の
連
環
性

l
に
ど

の
様
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
改
め
て
機
会
を
設
け
て
検
討
し
た

く
考
え
て
い
る
。

30 

一
方
、
こ
れ
ら
の
マ
ク
ロ
的
問
題
な
い
し
は
政
治
史
研
究
と
の
架
橋
と
い
う
方
法
的
展
望
と

併
せ
、
「
島
崎
家
丈
書
L

を
通
じ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
「
海
防
」
充
実
と
い
う
旗
印
の
下
で
の
、

一
門
衆
か
ら
陪
臣
(
今
回
は
主
に
中
嶋
氏
家
中
)
、
藩
内
の
職
人
・
技
術
者
に
至
る
、
間
接
的
な

が
ら
も
有
機
的
な
連
帯
状
況
構
築
の
様
相
と
い
っ
た
ミ
ク
ロ
的
問
題
も
、
個
別
藩
を
素
材
に
当

該
期
の
社
会
的
時
代
状
況
や
国
際
情
勢
を
照
射
す
る
テ
i
マ
と
し
て
、
依
然
そ
の
重
要
性
を

失
つ
て
は
い
な
い
。
地
域
社
会
情
勢
と
政
治
社
会
と
の
相
互
関
係
と
い
う
課
題
は
、
明
治
初
年

(
勾
)

の
加
賀
藩
を
素
材
と
し
た
宮
下
和
幸
氏
の
成
果
が
示
唆
的
で
あ
る
が
、
本
稿
で
参
照
し
た
文
書

群
に
代
表
さ
れ
る
。
比
較
的
体
系
的
に
伝
存
し
て
い
る
史
料
を
丹
念
に
分
析
し
続
け
る
こ
と
で
、

氏
の
成
果
に
続
く
結
果
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
も
皆
無
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

冒
頭
で
述
べ
た
通
り
、
三
谷
氏
に
よ
る
当
該
期
の
海
防
面
で
の
東
北
諸
侯
の
非
重
要
性
提
言

は
揺
る
が
な
い
事
実
で
は
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
の
領
国
内
権
議
・
公
的
権
威
ひ
い
て
は
そ
こ
か

ら
派
生
す
る
義
務
意
識
を
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
と
す
る
海
防
論
を
十
九
世
紀
史
の
中
で
正
確
に
把
握

す
る
こ
と
は
、
当
該
期
に
お
け
る
沿
海
の
外
様
国
持
諸
侯
の
位
置
と
そ
の
領
内
社
会
状
況
を
列



島
地
域
の
地
方
史
上
に
位
置
付
け
る
上
で
、
極
め
て
重
要
な
課
題
と
い
え
よ
う
。
従
来
の
幕
末

政
治
史
叙
述
で
は
、
外
様
国
持
諸
侯
や
草
葬
的
人
物
な
ど
近
世
社
会
に
お
い
て
政
治
参
画
が
叶

わ
な
か
っ
た
層
の
人
物
が
積
極
的
に
列
島
全
域
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
結
合
を
唱
え
る
画
期
は

一
八
六

0
年
代
に
入
っ
て
以
降
と
理
解
さ
れ
て
き
た
傾
向
が
あ
る
が
、
海
防
策
を
基
底
と
し
て

の
既
存
務
制
の
域
を
超
え
た
結
合
を
地
方
国
持
大
名
層
が
唱
え
始
め
る
時
合
を
嘉
永
前
期
に
見

出
し
た
点
が
本
稿
の
成
果
で
あ
り
、
徳
川
「
公
儀
」
に
よ
る
主
導
過
程
を
描
い
た
成
呆
が
三
谷

氏
の
『
ベ
リ

l
来
航
」
と
す
れ
ば
、
遠
境
地
域
か
ら
の
具
体
策
の
浮
上
を
そ
の
延
長
上
に
位
置

嘉永期における仙台藩重臣・中嶋'慣康の海防政策と砲術攻究

付
け
た
点
が
、
仙
台
藩
を
素
材
と
し
て
見
え
て
く
る
海
防
史
の
一
端
で
あ
る
と
解
せ
る
の
で
あ
る
。

謝
辞

本
稿
は

L
O
一
一
一
一
年
度
駒
沢
史
学
会
・
東
北
史
学
会
・
日
本
風
俗
史
学
会
大
会
に
お
け
る
報

告
を
基
に
成
稿
し
た
。
質
疑
に
お
い
て
ご
助
言
を
下
さ
っ
た
各
位
に
深
謝
申
し
上
げ
た
い
。
併

せ
て
史
料
閲
覧
・
聞
き
取
り
に
際
し
ご
高
配
賜
っ
た
棲
井
和
人
氏
、
日
下
和
寿
氏
、
岸
野
太
一

氏
(
白
石
市
市
民
課
・
教
育
委
員
会
)
、
天
野
真
志
氏
、
佐
藤
大
介
氏
、
平
川
新
氏
(
東
北
大
学
災

害
科
学
国
際
研
究
所
)
、
引
地
昭
夫
氏
(
元
丸
森
町
文
化
財
保
護
委
員
)
、
窪
田
高
広
氏
、
伊
藤
博
道

氏
(
丸
森
町
教
育
委
員
会
)
ほ
か
関
係
各
位
へ
も
、
心
よ
り
御
礼
・
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
「
島
崎

家
文
書
」
閲
覧
に
際
し
て
ご
宵
配
賜
っ
た
日
比
佳
代
子
氏
、
荒
木
仁
朗
氏
、
小
野
孝
太
郎
氏
(
明

治
大
学
博
物
館
)
へ
も
、
こ
の
場
に
て
御
礼
申
し
た
い
。

な
お
本
稿
は
米
沢
女
子
短
期
大
学
生
活
文
化
研
究
所
共
同
研
究
「
幕
末
・
明
治
期
に
お
け
る

藩
政
・
地
域
社
会
の
連
続
性
の
動
向
に
つ
い
て
l
仙
台
藩
・
宮
城
県
に
お
け
る
武
士
・
士
族
の

動
向
に
つ
い
て
、
軍
制
改
革
・
藩
論
形
成
・
剣
術
・
育
英
事
業
を
事
例
と
し
て
|
」
(
代
表
一
布

施
賢
治
氏
、
協
力
一
薗
部
寿
樹
氏
)
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注1 

一
谷
博
「
天
保
i
嘉
永
別
の
対
外
問
題
」
(
井
上
光
貞
ほ
か
編
『
日
本
歴
史
大
系
一
一
一

近
世
』
〈
山

川
出
版
社
、
一
九
人
人
〉
所
収
)
お
よ
び
同
『
ペ
リ
1
来
航
』
(
吉
川
弘
文
館
、
一
一

O
O
三
)
参
照
。

2 

当
該
情
勢
は
平
川
新
『
開
国
へ
の
遣
し
(
小
学
館
、
二
O
O
人
)
は
じ
め
に
j
第
三
章
に
て
示
さ

れ
た
「
環
太
平
洋
」
説
お
よ
び
佐
藤
大
介
「
海
の
「
郷
土
」
と
地
域
社
会
|
仙
台
領
桃
生
郡
名
振

浜
・
永
沼
丈
作
の
軌
跡
|
」
(
は
斎
藤
善
之
・
高
橋
美
貴
編
『
近
世
甫
一
一
一
陸
の
海
村
社
会
と
海
商
』

〈
清
文
堂
、
二

O
一
O
〉
所
収
)
に
詳
し
い

3 

そ
の
状
況
を
網
羅
し
た
叙
述
に
『
仙
台
市
史

通
史
編
五

近
世
三
』
(
仙
台
市
、
二

O
O
四
)

第
六
1
七
章
が
あ
る
。

4 

全
体
像
は
前
注
『
仙
台
市
史
』
が
概
観
し
て
い
る
。
文
化
・
安
政
の
蝦
夷
地
問
題
は
村
上
直
・
高

橋
克
弥
共
編
『
文
化
五
年
仙
台
務
蝦
夷
地
静
岡
記
録
集
成
』
(
文
献
出
版
、
一
九
八
九
)
、
高
橋
「
幕

末
仙
台
藩
の
政
変
と
新
軍
制
策
の
変
質
」
(
『
法
政
史
学
同
四
四
号
、

一
九
九
二
)
、
藤
間
覚
「
仙

台
落
と
蝦
夷
地
」
(
『
仙
台
市
史
の
し
お
り
』
〈
O

「
一
一
十
、
二
O
O
四
)
を
、
学
者
層
関
係
で
は
大
島

英
介
「
大
槻
磐
渓
の
世
界

昨
夢
詩
情
の
こ
こ
ろ
』
(
宝
文
堂
、
二
O
O
四
)
・
大
品
晃
一

吋
一
関

藩
』
(
現
代
書
館
、
二
O
O
六
)
を
代
表
と
し
て
挙
げ
て
お
く
。

5 

注
2
佐
勝
二
O
一
0
0
特
に
同
論
考
中
に
お
け
る
「
郷
土
防
衛
は
地
域
住
民
全
体
が
直
面
す
る
政

策
課
題
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
」
(
三
O
一
頁
〉
と
の
指
摘
は
、
本
稿
で
も
検
討
を
行
う
仙
台
領
内

の
広
範
な
身
分
・
地
域
連
携
志
向
の
現
出
と
い
う
テ
l
マ
と
も
密
な
関
係
性
を
有
す
る
と
考
え
る
。

6 

三
谷
氏
は
対
露
危
機
経
験
と
「
ロ
シ
ア
か
ら
の
追
使
の
情
報
が
な
か
っ
た
」
こ
と
か
ら
「
こ
の
時

期
に
は
そ
の
(
私
注
・
蝦
夷
地
警
衛
含
む
幕
府
か
ら
の
奥
羽
諸
侯
の
海
防
動
員
)
形
跡
に
乏
し
い
」

31 

と
し
て
、
当
該
期
の
奥
羽
は
差
し
迫
っ
て
海
防
強
化
に
尽
力
す
べ
き
状
況
に
は
な
か
っ
た
と
の
理

解
を
示
し
た
(
同
二

O
O
三
・
六
十
七
頁
)
。
ま
た
前
述
の
平
川
氏
・
佐
藤
氏
を
除
く
近
年
の
研

究
動
向
の
中
で
浜
返
り
j
三
陸
1
南
部
地
方
な
ど
の
奥
州
沿
岸
部
が
ほ
ぼ
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
傾

向
も
、
こ
の
認
識
の
延
長
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
行
研
究
の
傾
向
に
つ
い
て
は
次
注
も
参
照
。

7 

代
表
と
し
て
神
谷
大
介
『
幕
末
期
箪
事
技
術
の
基
盤
形
成

砲
術
・
海
軍
・
地
域
』
(
岩
田
書
院
、

一一
O
二
一
一
)
、
浅
川
道
夫
『
江
戸
湾
海
防
史
」
(
錦
正
社
、
二
O
一
O
)
、
岡
部
敏
和
「
米
国
ペ
リ
ー

艦
隊
の
琉
球
来
航
と
琉
球
「
開
国
」
問
題

「
琉
米
約
定
」
を
め
ぐ
る
琉
球
王
府
・
薩
摩
務
間
交

渉
を
中
心
に
」
(
『
明
治
維
新
史
研
究
』
第
九
号
、
二

O
一
三
)
、
後
藤
敦
史
「
海
防
掛
目
付
方
の

開
国
論
の
形
成
過
程

「
乙
骨
耐
粁
文
書
」
を
用
い
て
」
(
『
日
本
史
研
究
い
五
七
六
号
、

二
O
一
O
)
、
三
谷
博
「
一
九
世
紀
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
国
際
秩
序
の
転
換

条
約
体
制
を
「
不

平
等
」
と
括
る
の
は
適
切
か
」
(
「
東
ア
ジ
ア
近
代
史
』
十
三
号
、
二

O
一
O
)
、
上
白
石
『
幕
末

の
海
防
戦
略

異
国
船
を
隔
離
せ
よ
』
(
古
川
弘
文
館
、
二
O
一
O
)
、
同
『
幕
末
期
対
外
関
係
の

研
究
』
(
古
川
弘
文
館
、
二
O

) 。

8 

同
『
江
戸
湾
海
防
史
』
(
錦
正
社
、
二
O
一
O
)
五
頁
。
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9 

藩
ご
と
の
海
防
体
制
を
概
観
し
た
原
剛
『
幕
末
海
防
史
の
研
究

全
国
的
に
み
た
日
本
の
海
防
態

勢
』
(
名
著
出
版
、

一
九
八
人
)
が
そ
の
先
駆
的
成
果
で
あ
る
が
、
近
年
江
東
区
深
川
江
戸
資
料

館
編
『
江
東
幕
末
発
見
伝
』
(
江
東
区
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
財
団
、
二

O
一
O
)
お
よ
び
注
7
神

谷
二

O
二
二
な
ど
、
地
域
史
レ
ベ
ル
の
成
果
を
基
盤
と
し
た
研
究
の
進
展
が
顕
著
で
あ
る
。
な
お

と
こ
で
用
い
た
「
有
志
」
と
い
う
詩
句
は
、
全
国
的
問
題
へ
の
高
い
関
心
を
共
有
し
た
大
名
を
示

す
「
有
志
大
名
」
な
ど
の
一
般
的
な
用
法
か
ら
示
唆
を
得
た
も
の
の
、
さ
し
あ
た
り
積
極
的
に
海

防
政
策
に
関
与
す
る
意
志
と
行
動
力
を
有
し
た
人
物
層
を
、
便
宜
的
に
一
括
し
た
呼
称
と
し
て
使

用
し
て
い
る
。

10 

成
立
期
の
考
察
」
(
『
日
本
歴
史
』
第
一
二
九
号
、

斎
藤
鋭
男
「
仙
台
藩
の
家
医
団
構
成

一
九
六
六
)
五
十
一
頁
。

11 

J
、
F
、
モ
リ
ス
『
近
世
日
本
知
行
制
の
研
究
』
(
清
文
堂
出
版
、

一
九
八
八
)
を
は
じ
め
と
す

る
同
氏
の
諸
成
呆
を
参
照
に
他
の
重
臣
・
大
身
家
臣
層
の
石
高
(
知
行
高
)
お
よ
び
家
臣
数
と
中

嶋
氏
の
そ
れ
を
比
較
す
る
と
、
中
嶋
氏
は
石
高
と
比
例
し
て
不
釣
り
合
い
と
も
い
え
る
大
人
数
の

家
中
を
抱
え
て
い
る
と
筆
者
は
判
断
す
る
。
ま
た
そ
も
そ
も
中
嶋
氏
の
家
格
・
石
高
で
「
要
害
」

(
城
郭
相
当
)
を
保
有
で
き
た
点
も
他
の
重
臣
ク
ラ
ス
の
家
々
と
比
較
し
て
優
遇
措
置
と
考
え
ら

れ
、
い
か
に
箪
事
力
に
特
化
し
た
家
柄
で
あ
っ
た
か
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。

12 

中
嶋
の
来
膝
お
よ
び
海
防
を
め
ぐ
る
動
向
は
以
下
に
て
概
観
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
は
そ
の
成
果

を
ふ
ま
え
て
視
角
を
拡
大
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
。
星
泰
三
郎
「
中
島
虎
之
助
公
事
蹟
」
(
『
伊

具
郷
土
』
三
、
一
九
六
四
)
、
拙
稿
「
仙
台
藩
校
・
養
賢
堂
蔵
書
と
洋
式
兵
学

重
霞
中
嶋
虎
之
介

の
箪
制
改
革
政
策
の
背
景
」
(
町
図
書
の
譜
』
第
十
七
号
、
二

O
一
一
二
)
、
同
「
仙
台
藩
海
岸
方
小

考

構
成
員
の
職
掌
分
析
を
中
心
に
」
(
『
文
学
研
究
論
集
』
第
四
十
号
、
二

O
一
四
}

0

13 

「
嘉
永
三
年
御
倹
約
殿
様
仰
出
候
ニ
付
御
用
留
」
(
「
中
嶋
家
文
書
」
〈
東
北
歴
史
博
物
館
所
蔵
〉
所

収
)
。
ま
た
同
史
料
に
は
、
中
嶋
が
「
英
夷
」
を
主
要
仮
想
敵
と
認
知
し
つ
つ
文
化
年
間
の
奥
羽

諸
侯
の
対
「
魯
西
亜
」
出
兵
を
、
今
後
ま
た
起
こ
り
得
る
も
の
と
解
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
点
も

含
め
て
「
松
前
」
か
ら
「
九
州
」
に
至
る
全
国
的
防
衛
体
制
構
築
を
長
期
目
標
と
考
え
て
い
る
こ

と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
今
後
の
政
策
立
案
の
基
盤
が
こ
の
中
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
が

窺
え

る

な
お
中
嶋
氏
家
中
の
剣
術
修
行
は
布
施
賢
治
---， 

奥
羽
の
剣
術

幕
末
維
新
期
に
お
け
る

仙
台
藩
陪
臣
の
剣
術
を
中
心
に
」
(
入
間
田
賞
夫
ほ
か
編
『
講
底
東
北
の
歴
史

第
五
巻

信
仰

と
芸
能
』
〈
清
文
堂
出
版
、
二

O
一
四
〉
所
収
)
を
、
砲
術
ほ
か
諸
武
芸
稽
古
は
注
ロ
星

一
九
六
四
合
参
照
。

14 

注
四
大
島
英
介
二

O
O四
・
大
島
晃
一
一
一

O
O六
、
涌
谷
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
涌
谷
町
史

上

(
涌
谷
町
、

一
九
六
五
)
第
十
四
章
「
幕
末
の
涌
谷
」
な
ど
。

15 

林
復
斎
編
・
箭
内
健
二
校
訂
『
通
航
一
覧
続
輯
』
第
五
(
清
文
堂
出
版
、
一
九
七
八
)
四
十
九
頁
、

一谷一一

0
0
三
・
六
十
二

1
六
十
三
頁
。

16 

注
M
M
拙
稿
二

O
一四。

17 

「
中
島
家
資
料
」
(
個
人
蔵
、
白
石
市
教
育
委
員
会
寄
託
)
所
収
。
同
史
資
料
群
の
発
見
か
ら
保
全

に
蚕
る
経
緯
の
詳
細
は
平
川
新
「
遠
藤
家
文
書
の
発
見
と
白
石
市
」
、
桜
井
和
人
「
文
書
発
見
と

整
理
、
調
査
の
経
緯
」
(
共
に
白
石
市
教
育
委
員
会
編
「
伊
達
氏
重
臣
遠
藤
家
文
書
、
中
島
家
文

書
1
戦
国
編
1
」
〈
岡
刊
行
、
二

O
一
一
所
収
〉
)
お
よ
び
棲
井
「
古
文
書
の
大
発
見
が
生
ん
だ
力
」

(
門
日
本
歴
史
』
第
七
七
九
号
、
二

O
二
ニ
)
に
詳
し
い
。
な
お
筆
者
は
「
中
島
」
氏
の
漢
字
表

記
を
、
前
稿
以
来
一
貫
じ
て
「
中
嶋
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
近
世
期
の
当
主
の
自
筆
史
料
に

て
「
嶋
」
の
{
子
を
用
い
る
ケ
l
ス
が
比
較
的
多
く
確
認
で
き
る
こ
と
に
由
来
す
る
。

18 

こ
の
構
成
員
一
同
の
役
割
・
職
掌
分
担
お
よ
び
追
加
就
任
者
の
就
任
時
期
等
に
つ
い
て
は
注
辺
拙

稿一一

O
一
四
参
照
。

19 

すこ
るの
ーー ー「

度第

目安
建」
白と

し、

雇主
名 W丁

時称

雷同
」ーー

m い
2f ず

草子
嶋 2L
と 1又

-+-宜

篠去

F去
三付

需主
E主
る Vノ

:甫で

若争
形匂

;>1..な

話事
め rat
、掲

32 

こ
の
呼
称
と
し
た
。

20 

同
史
料
の
間
接
的
活
用
事
例
に
拙
稿
「
仙
台
藩
兵
学
者
・
山
内
司
馬
の
翻
訳
兵
書
調
査
・
記
録
化

作
業
」
(
『
図
書
の
譜
」
第
十
人
号
、
一
一

O
一
四
)
お
よ
び
同
「
元
治
元
年
に
お
け
る
仙
台
藩
の
動

向

藩
主
伊
達
慶
邦
と
一
門
伊
達
六
郎
を
中
心
に
」
(
『
米
沢
史
学
』
第
三
十
号
、
二

O
一
四
)
な

ど
が
あ
る
が
、
具
体
的
活
用
は
未
進
展
と
い
え
る
。

21 

菊
田
定
郷
『
仙
台
人
名
大
辞
書
』
(
同
刊
行
会
、

一
九
三
三
)
お
よ
び
注
2
佐
藤
二

O
一
O
に
お

い
て
、
安
政
期
の
軍
制
改
革
に
お
い
て
山
内
が
指
導
者
的
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
契
機
の
ひ
と
つ
が
こ
の
時
期
の
中
嶋
お
よ
び
佐
々
雅
幾
に
よ
る
推
挙
と
い
え
よ
う

(
佐
々
か
ら
の
推
挙
は
菊
田
一
九
一
二
一
二
参
照
)
。

22 

唐
船
番
所
鵬
首
備
の
詳
細
に
つ
い
て
は
生
川
信
次
「
仙
蓋
藩
「
唐
船
番
所
」
め
ぐ
り
」
一

i
六
(
『
仙

台
郷
土
研
究
』
入
|
八

i
九
|
一
、
一
九
三
人
1
一
九
三
九
)
。

23 

文
中
の
「
土
着
之
兵
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
筆
者
は
文
脈
か
ら
在
地

の
給
人
層
・
陪
臣
層
か
と
推
測
し
て
い
る
が
、
農
兵
を
導
入
す
る
構
想
と
の
解
釈
も
成
り
立
っ
た

め
、
特
定
は
今
後
の
課
題
と
す
る
。
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24 

こ
の
点
は
注
ロ
拙
稿
二

O
一
四
で
も
触
れ
た
が
、
大
僚
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
山
崎
源
太
左
衛
門
が
組

織
に
追
加
就
任
し
て
お
り
、
世
間
一
一
一
陸
・
桃
生
郡
飯
野
村
領
主
で
大
番
頭
を
務
め
た
山
崎
は
地
理
事

情
へ
の
精
通
と
実
地
指
揮
者
と
し
て
の
能
力
の
双
方
を
兼
ね
た
人
材
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
就

任
は
組
織
拡
充
の
一
環
の
人
事
と
い
え
る
。
表
ー
も
参
照
。

25 

注
十
二
拙
稿
二

O
二
ニ
。

26 

磐
渓
の
生
涯
お
よ
び
事
績
に
つ
い
て
は
注

4
大
島
英
介
二

O
O
四
、
市
古
貞
次
ほ
か
編
『
図
書
人

名
辞
典
』
(
岩
波
書
底
、

一
九
九
三
)
三
三
四
頁
、

一
関
市
博
物
館
編
『
大
槻
磐
渓
東
北
を
動
か

し
た
布
文
左
武
の
人
」
(
同
編
、
二

O
O
四
)
参
照
。

27 

大
塚
は
普
請
方
の
幕
以
で
、
高
島
秋
帆
・
下
曽
根
信
教
に
入
門
し
て
高
島
流
砲
術
会
修
得
し
、
向

身
も
多
く
の
弟
子
を
育
て
た
。
の
ち
蘭
方
医
学
も
修
め
て
江
戸
に
で
開
業
し
て
い
る
。
前
拘
「
国

書
人
名
辞
典
』
一
て

頁

28 

大
槻
文
彦
『
磐
翁
年
譜
』
(
大
槻
文
彦
刊
、

一
人
八
四
)
。
引
用
部
中
の
真
田
喜
平
太
(
幸
歓
)
は

刈
田
郡
矢
付
村
に
給
地
を
持
ち
召
出
二
番
座
・
町
奉
行
な
ど
歴
任
し
た
人
物
。
安
政
期
以
降
に
砲

術
の
指
導
を
盛
ん
に
行
い
、
中
嶋
ら
の
継
承
者
的
存
在
と
い
え
る
。
の
ち
文
久
期
に
は
京
都
に
お

け
る
藩
主
周
旋
活
動
な
ど
を
建
策
す
る
が
、
こ
れ
ら
政
治
運
動
関
連
の
動
向
に
つ
い
て
は
早
期
に

別
稿
を
準
備
し
て
詳
述
し
た
い
。
注
必
も
参
照
。
な
お
「
コ
ウ
藩
」
の
「
コ
ウ
」
漢
字
表
記
に
つ

い
て
は
、
門
構
え
に
蓋
と
い
う
字
で
あ
る
が
、
筆
者
が
用
い
る

P
C
環
境
で
は
変
換
不
能
で
あ
っ

た。

29 

同
問
題
を
対
外
問
題
を
め
ぐ
る
域
内
政
局
と
関
連
さ
せ
て
整
理
し
た
も
の
に
三
谷
二

O
O
三、

四
十
五
頁
。

30 

注
M
H

『
涌
谷
町
史

上
』
六
一
一

i
六
一
八
頁
。

31 

高
島
流
の
技
術
の
詳
細
に
つ
い
て
は
有
馬
成
甫
「
高
島
秋
帆
』
(
吉
川
弘
文
館
、

一
九
五
八
)
第

ニ
ー
一
一
一
挙
参
照
。

32 

注
鈎
に
同
じ
。

33 

同
藩
の
箪
令
系
統
に
関
し
て
は
、
い
ず
れ
機
会
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。
ま
た
金
浮
裕
之
氏
(
防

衛
大
学
校
)
か
ら
資
重
な
ご
示
唆
を
頂
い
た
。

34 

桜
田
は
す
で
に
大
成
流
と
い
う
銃
砲
術
流
派
を
打
ち
立
て
て
お
り
、
中
嶋
が
嘉
永
四
年

(
一
八
五
一
)
に
藩
中
枢
へ
と
提
出
す
る
藩
政
・
農
政
・
箪
制
一
体
改
革
を
論
じ
た
建
白
書
「
談

国
論
」
(
「
中
嶋
家
文
書
」
〈
東
北
歴
史
博
物
館
所
蔵
〉
所
収
)
第
四

1
五
章
に
お
い
て
、
精
一
流
・

大
成
流
同
流
派
閥
で
の
武
器
弾
薬
攻
究
の
詳
細
な
ど
も
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
の
詳
細
は

二
O
一
三
年
度
東
北
史
学
会
大
会
報
告
〔
嘉
永
期
に
お
け
る
仙
台
藩
大
身
給
人
・
中
嶋
恒
康
の
軍

事
的
教
養
」
に
お
い
て
概
要
を
提
示
し
た
が
、
具
体
的
論
述
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
な
お
桜

固
と
中
嶋
氏
家
中
の
剣
術
修
行
を
中
心
と
し
た
交
流
に
つ
い
て
は
注
目
布
施
二

O
一
四
に
詳
し
い
。

35 

同
文
書
の
目
録
は
明
治
大
学
刑
事
博
物
館
委
員
会
編
「
明
治
大
学
刑
事
博
物
館
目
録
』
(
同
刊
行
、

一
九
七
二
)
所
収
。
併
せ
て
史
料
群
の
概
要
解
説
も
附
さ
れ
て
い
る
。

36 

家
臣
団
含
む
中
嶋
氏
の
基
本
情
報
に
つ
い
て
は
泉
大
夢
「
伊
具
大
鏡
』
(
仙
南
新
聞
社
、

一
九
一
二
)
参
照
。

37 

玉
鉄
ニ
而
鋳
申
度
ニ
付
也
」
、
「
西
洋
焔
術
伝
授
他
言
仕
問
敷
」
、
「
書
簡

ホ
ー

引
用
順
に
「
書
簡

ウ
イ
ッ
ス
ル
弾
丸
の
軽
重
一
等
何
」
(
い
ず
れ
も
「
島
崎
家
文
書
」
〈
明
治
大
学
博
物
館
所
蔵
〉
所
収
)
。

な
お
史
料
C
中
の
大
槻
龍
之
進
と
い
う
人
物
は
、
重
臣
・
白
石
城
主
方
倉
氏
の
桃
生
郡
飛
領
に
在
つ

た
陪
臣
で
、
安
政
期
に
は
砲
術
指
導
な
ど
を
任
、
つ
人
物
で
あ
る
。
そ
の
動
向
の
詳
細
に
つ
い
て
も

後
考
を
期
し
た
い
。

38 

難
波
「
幕
末
仙
台
藩
の
経
済
構
造
」
(
石
井
孝
編
「
幕
末
維
新
期
の
研
究
』
〈
吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
八
〉
)
二
三
六
頁
。

39 

角
田
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
修
訂
版

石
川
氏
一
千
年
史
』
(
角
田
市
、

一
九
八
五
)
二
五
九

ー
二
六
五
頁
の
ま
た
石
川
氏
以
外
に
も
一
門
衆
に
よ
る
砲
術
攻
究
の
例
と
し
て
、
安
政
二
年

33 

亘ご
理八
伊 r

達主
家き

収に柄、一-
"口b 石
3' 1メ担

i語
り j主

門家
主E
屡ょ
諸民 る
でヌ
取;息

i実
れ射
ら撃
れ調
て査
きが
たあ
語る
'"予。
だ同
が 流

派
こは
の伊
時 達

射芸
程ー

短
か
く
、
沿
岸
砲
と
し
て
は
用
を
果
た
せ
な
い
こ
と
が
解
っ
た
」
と
い
う
。
「
不
易
流
砲
術
桔
梗

原
試
射
片
之
次
第
書
」
(
伊
達
市
噴
火
湾
文
化
研
究
所
所
蔵
)
。
な
お
筆
者
は
同
史
料
は
未
見
で
、

引
用
・
参
照
は
伊
達
市
教
育
委
員
会
『
伊
達
家
関
係
史
料
目
録
(
書
状
・
記
録
・
日
誌
・
書
面
等
以

同
刊
、

一
九
八

O
)
四
十
一
頁
に
よ
る
。
こ
れ
ら
の
動
向
を
中
嶋
お
よ
び
海
岸
方
と
直
接
的
に

関
係
す
る
も
の
と
断
定
す
る
己
と
は
難
し
い
が
、
前
章
で
確
認
し
た
通
り
、
中
嶋
が
高
島
流
H
西

洋
流
砲
術
の
v材
入
の
中
心
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
た
め
、
無
関
係
で
あ
る
と
断
じ

る
こ
と
も
ま
た
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。

40 

注
却
に
同
じ
。

41 

「
御
預
組
江
鉄
泡
定
渡
リ
之
儀
並
用
人
共
吟
味
筋
ニ
付
」
(
「
鳥
崎
家
文
書
」
所
収
)
。

42 

拙
稿
「
奉
勅
嬢
夷
体
制
確
立
期
に
お
け
る
仙
台
藩
の
動
向
|
落
、
王
上
洛
を
め
ぐ
る
諸
相
か
ら
|
」

(
投
稿
中
)
。

43 

宮
下
「
明
治
初
年
加
賀
落
政
に
お
け
る
職
制
改
革
の
特
質
」
令
。
伝
統
。
の
礎
|
加
賀
・
能
登
・



金
沢
の
地
域
史
l
』
雄
山
間
、

※
明
治
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程

竹ケ原康佑

一O
一
四
所
収
)
。

庁
も
ま
に
③
百
四
世
間
n-E

〈二

O
一
四
年
一
一
月
一
一
二
日
受
付

二
O
一
五
年
一
月
一
三
日
受
理
〉

34 
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表 1 海岸方構成員の職掌分担(※佐々以下は正規構成員ではなく協力者)

専門能力一軍事技術系、 U一地理・地勢への精通、 III一馬術(打強)の達者、 iv一磯浜唐船番所警備担当4、V一物資補給関係

氏 名 家格、役職など 職掌・役割 専門能力

中嶋恒康 一族・伊具郡金山二千石 全体指揮、政策立案と献策の主導者 l、 U、江l

大傑長門 一家・亘理郡坂元四千石 亘理郡磯i賓番所警備役、中嶋の副官的位置 lV 

伊遠藤五郎
一門・亘理郡亘理伊達氏二万 磯演番所警備役、藩上層との応対の重鎮的存在か(諸役手

石 当に関する折衝など)
lV 

や山まの内うち司馬
甲州流兵学者

「兵皐家業人」として参謀格に登用1、銃砲・用兵の指導、
l、 U、v

領国北方三陸方面の事情への精通

山崎源太左衛門 大番頭、桃生郡飯野村領主 領国北方の事情への精通、前線指揮役 U 、III、v

瀬上美濃 一家・桃生郡鹿股ニ千石 「打越稽古人J剛馬術指導者(中嶋「又叔父J)2 11、III、v

佐々豊前(雅幾) 着座・伊具郡丸森三千石
磯潰番所警備役、人員(山ノ内など)招勝、務上層部との

lV 
折衝、山内司馬の推挙

守屋四郎右衛門3 郡奉行 遠隔地の部隊への物資補給への協力など(未詳) V 

伊達安芸
一門・遠田郡涌谷伊達氏二万 既存指揮系統に拘泥しない陸兵育成志向、蘭式(高島流)

l、v
石 砲術を家中に導入 (r涌谷町史.D

桜田良佐
大番士、儒者・兵学者・剣客(北 大成流兵学を通じた中嶋との軍事技術交流、中l嶋氏家中へ

l 
辰一万流) の砲術・剣術指導

鈴木雄三郎
涌谷伊達家家中、高島流砲術 高島流砲術修行を通じた仙台領への洋式兵学導入のI鴨矢、

家 涌谷花勝山砲台構築の指導か

永招丈作 桃生郡名振浜肝入
山内との親交 (r永沼秀和家文書J)、地域共同体リーダーと

日、 v
しての海防協力(佐藤2010)

「海津方自筆留J(個人蔵、白石市教育委員会寄託)、仙台郷土研究会編『仙台部歴史事典j(ハリウコミュニケーシ自ンズ、 2002初版)、注l菊田1933、
拙稿「仙台藩海岸方小考ー構成員の職隼分析を中心にーJ(W文学研究論集j第40号、 2014)などを参考に作成。

l 同家は甲州流兵学者の家系。同人については菊田定郷『仙憂人名大辞書j(仙牽人名大静香刊行会、 1933)同人の項目および注2

佐藤2010など参照。第一~二にて検討している第 l・2次建白を通じて中嶋からの篤い信頼が、また菊田氏の叙述からは伊具郡

丸森領主・佐々からの信頼が窺える(拙稿も参照)。

2 r中島虎之介親類書上J(丸森町史編さん委員会編『丸森町史J史料編(丸森町、 1980)p136)。

3 韓=成廃。詩書に通じ「諸名家と交遊」、著書に「時事百律」など。菊田定郷『仙護人名大辞書.1 (仙憂人名大辞書刊行会、

1933) p1031--1032、「守屋成康」の項目。

4 亘理郡磯演(現宮城県南端)唐船番所警備は亘理伊達・坂元大僚・丸森佐々・金山中嶋四家の担当だった。練生川信次「仙蓋藩

「唐船番所」めぐりJ1--6 (W仙壷郷土研究j8-8~9-1 、 1938-39) 、特に (6)p6--7。
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(Article) 

Navel defense policy of Sendai clan's key vassal 
Tsuneyasu Nakajima during the Kaei era of the Edo 
period and artillery-military reforms as seen through 

Shimazaki house and Nakajima house records 

Kosuke Takegahara 

This paper was written to gain an understanding of the concrete actions by a daimyo (Japanese feudallord) with an 

extensive governing province along the Pacific coast of出世 Tohoku region to build a coastal defense system， which 

was an issue throughout J apan at the time， by examining the navel defense policy and plan to strengthen military 

preparedness espoused by the Sendai Clan's key vassal Tsuneyasu Nakajima， who served as the leader of the 

kaigangata， the body responsible for navel defense established by the same clan in Kaei 3 ( 1850 ). The core of 

Nakajima's plan can be summarized in the following three points. 

1. Strive to creatεa defense system over a large area 

2. Possibility of overcoming the social standings of families and individuals within the clan to build the system. 

3. While the plan was initially developed to comply with a bakufu order， it also巴nvisionedreforming the rights 

of existing feudallords in the long term， including possible alliances over a wide area with neighboring lords. 

In addition， the introduction of western-style artillery in order to implement this plan was accompanied by major 

military reforms， such as searching for opportunities for cooperation to introduce artillery through multiple routes 

and a system to broadly spread the use of artillery， which is clearly shown in the Shimazaki House records (stored 

in the M巴ijiUniversity Museum). In conclusion， it can be demonstrated that (1) Nakajima's naval defense policy 

and plan to strengthen military preparedness was a momentum to question the existing clan system starting with 

military aspects， and that (2) the feudallord on the Pacific coast， with a strong power buffer zone， aimed to take the 

initiative in building a national defense system with the help of the entire c¥an. 
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